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この地域森林計画は、国が平成３０年１０月１６日に森林法（昭

和２６年法律第２４９号。以下「法」という。）第４条第１項の規

定により樹立し、令和３年６月１５日に法第４条第７項の規定によ

り変更した全国森林計画（計画期間：平成３１年４月１日から令和

１６年３月３１日まで）に即して、本計画区の森林資源及び林業の

現況等を勘案し、法第５条第１項の規定により東京都が樹立した地

域の森林施業の基本的事項等に関する計画である。 

この計画の期間は、令和４年４月１日から令和１４年３月３１日

までの１０年間である。 
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Ⅰ 計画の大綱 

１ 森林計画区の概況 

⑴ 位置及び面積 

東京都は本州のほぼ中央の関東平野に位置し、東京湾に臨む区部及び中・西部から

なる多摩地域と、伊豆・小笠原の島しょ部からなり、全体面積は２，１９４㎢である。

森林計画区もこの２つの地域に分かれており、本計画書は伊豆諸島森林計画区を対象

とする。 
伊豆諸島森林計画区は、伊豆諸島及び小笠原諸島の２町７村を包括し、面積は４０

６．７０㎢、森林面積はその約６０％に相当する２５，６９７ha（国有林６，５２

１ha を含む。）である。 
 

⑵ 自然的背景 

伊豆諸島は、東京の南方１２０から６５０㎞に点在する１００余りの島しょから成

っている。このうち伊豆七島と言われる代表的な島々は、洋上に噴出した火山島で、

玄武岩、安山岩及び流紋岩質の土地である。古来から地殻変動に伴う火山活動、地震

活動が活発な地域であり、近年では、昭和６１年（１９８６年）の伊豆大島噴火、さ

らに平成１２年（２０００年）には三宅島雄山の噴火に加え神津島・新島の地震が発

生している。土壌は粗粒風化火山噴出物未成熟土壌が主体で、一部褐色森林土が分布

している。気候は温暖多雨で、年間の降水量は３，０００㎜に達する地域もあり、梅

雨や台風の季節はしばしば集中豪雨等に見舞われることがある。平成２５年（２０１

３年）１０月には、台風２６号の接近に伴う記録的な豪雨（２４時間降水量８２４㎜）

により大規模な土砂流出が発生し、多数の死傷者、家屋倒壊等を伴う甚大な被害をも

たらした。 
また、令和元年（２０１９年）９月に発生した台風１５号では、神津島で最大瞬間

風速５８．１ｍを観測するなど、伊豆諸島を含む多くの地点で観測史上 1 位の風速

を更新する記録的な暴風となり、建物や森林に多くの被害をもたらした。 
小笠原諸島は、東京の南南東約１，０００㎞にある海底火山の隆起によってできた

大小３０余りの島々の総称で、小笠原群島（聟島、父島、母島列島）、火山列島（硫

黄列島）及び三つの孤立島（西之島、南鳥島、沖の鳥島）から成っており、海食崖が

発達し、一部にサンゴ礁も分布している。気候は亜熱帯に位置し、気温の変化が少な

い海洋性の気候で、父島における年間の平均気温も約２３度としのぎやすい。近年の

年平均降水量は、父島で１，３００㎜を超える程度である。独特な島しょ生態系を形

成しており、小さい島でありながら固有種の割合が高いことなどが評価され、平成２

３年（２０１１年）６月に世界自然遺産に登録された。火山列島（硫黄列島）及び西

之島は近年でも火山活動が見られ、平成２５年（２０１３年）１１月には西之島の南

東沖で海底火山が噴火し、同年１２月には溶岩流が西之島と結合し陸地が一体化した
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ことが確認された。火山はその後も活動を継続し、現在の陸地部分は２．８９㎢とな

っている。 
 

⑶ 社会経済的背景 

本計画区の島々は、太平洋上に広く分布しており、漁業や領土の保全の面だけでな

く、海洋や森林の豊かな自然環境を生かした観光産業やレクリエーション活動の場と

しても注目を集めている。 
一方、火山活動の活発化や集中豪雨などによる自然災害が多く発生しているため、

島民の生活を守る災害対策や交通の確保等が近年の大きな課題となっている。 
 

⑷ 森林・林業の現況 

本計画区の森林は、その気候や地形等の自然条件により多様な樹種からなる広葉樹

林が主体で、古くから薪炭の生産、大島及び利島のツバキ油や御蔵島のツゲ材など特

用林産物の生産が行われてきた。しかし、薪炭の生産等の衰退に伴って、林業、林産

業の活動は低下している。 
一方、この広葉樹主体の森林は、海洋資源と並んで重要な資源であり、保健休養や

山地災害防止など公益的機能の発揮が強く求められている。 
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２ 前計画の実行結果の概要及びその評価 

（前計画における前半５ヵ年：平成２９年度から令和３年度までの５ヵ年） 
⑴ 伐採立木材積 

ア 実行結果の概要 

主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数

総数 1.00 1.00 2.00 0.24 0.03 0.27 24 3 14

針葉樹 - - - 0.01 - 0.01 - - -

広葉樹 1.00 1.00 2.00 0.22 0.03 0.26 22 3 13

単位　材積：千立方㍍，実行歩合：㌫

区分

伐採立木材積

計画 実行 実行歩合

 
 

イ 評価 

主伐材積については、小笠原において行う移入樹種駆除が一定程度進捗し、近年

は対象箇所が減少したこと等により、計画量を下回った。 
間伐材積については、薪炭材整備のための伐採や景観整備のための伐採が行われ

たが一部に留まり、計画量を下回った。 
 

⑵ 人工造林及び天然更新別の造林面積 

ア 実行結果の概要 

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

4.00 14.23 356 2.00 0.93 47 2.00 13.30 665

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

人工造林及び天然更新別面積

総数 人工造林 天然更新

 
 

イ 評価 

人工造林については、利島村におけるツバキの植栽等が一部行われたのみであり、

計画量を下回った。 
天然更新については、小笠原村における移入樹種の駆除によるものが多くを占め、

この結果、計画数量を上回った。 
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⑶ 間伐面積 

ア 実行結果の概要 

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

計画 実行 実行歩合

25 1.25 5  
 

イ 評価 
間伐面積については、移入樹種駆除の実績減及びそれ以外の森林整備が一部に留

まったことにより、計画を下回った。 
 

⑷ 林道の開設又は拡張規模 

ア 実行結果の概要 

単位　延長：㌖，実行歩合：㌫

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

総数 - - - 29 3 10 20 10 50

基幹林道 - - - - - - - - -

その他 - - - 29 3 10 20 10 50

区分

林道の開設又は拡張の数量

開設延長 改良延長 舗装延長

 
 

イ 評価 

改良、舗装とも、災害復旧事業を優先的に実施したため、計画量を下回った。 
 

⑸ 保安林の整備 

ア 実行結果の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

水源かん養のための保安林 - - - - - -

災害防備のための保安林 14 44 314 3 1 33

保健、風致の保存等のための保安林 - - - - - -

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

区分

保安林の指定又は解除の面積

指定 解除
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イ 評価 

保安林の指定については、山地治山施設の整備強化に伴い、大島町を中心に土砂

流出防備保安林の指定が行われたことから、計画量を上回った。 
解除については、解除申請の件数が予想より少なく、計画量を下回った。 

 
⑹ 治山事業  

ア 実行計画の概要 

単位　地区数：地区，実行歩合：㌫

種類 計画 実行 実行歩合

山地治山 33 32 97

保安施設事業

 
 

イ 評価 

山地治山事業量については、令和元年度及び令和２年度に発生した台風被害の復

旧のため、予定箇所の変更により緊急的に実施した箇所があるが、期間全体ではお

おむね計画どおりとなった。 
 

⑺ 要整備森林の整備 

該当なし 

－ 6－ － 7－
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３ 計画樹立に当たっての基本的な考え方 

地域森林計画樹立に当たっては、森林法（昭和２６年法律第２４９号）の規定に基

づき「森林・林業基本計画（令和３年６月策定）」を受けて変更された「全国森林計画

（平成３０年５月策定、令和３年６月変更）」に即する必要がある。 
今回の森林・林業基本計画では、基本的な方針として「森林・林業・木材産業によ

るグリーン成長」等を新たに掲げ、この達成のために目標とする森林の状態や、国産

材供給・利用の目標量が示された。そして全国森林計画では、策定時に追加された森

林経営管理制度に関する事項に加え、今回の森林・林業基本計画に即して事業目標量

が変更されたほか、木材生産機能維持増進森林における再造林の促進、林地の保全に

留意した適切な伐採搬出の確保、走行車両の大型化や豪雨の増加傾向等を踏まえた林

道整備の記述等が追加された。 
また、関係法令として「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年

法律第３号、平成３１年４月施行）」により、市町村が木材利用等に利用できる新たな

財源が確保され、さらに、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成２０

年法律第３２号、平成２０年５月施行）」の再延長により、森林整備事業における優遇

や市町村への新たな交付金等の特別措置が講じられた。これらの効果的な活用には、

より一層の市町村との連携や支援が必要である。 
東京都においては、平成３０年１１月に策定した「５０年、１００年先の『東京都

の森林の将来展望』～東京フォレストビジョン」（以下「将来展望」という。）により、

東京の森林や都市における木材利用の姿を示した。そしてこの実現や社会情勢の変化、

新たな制度への対応を図るため、令和３年６月に「森づくり推進プラン」を改定した。

森づくり推進プランでは、①森林循環を促進し公益的機能を高める森林整備、②生産

性と収益性の高い林業経営、③多摩産材をはじめとする国産木材の需要拡大、④都民

や企業等による森林利用の拡大という４つの基軸により、都が計画期間内に重点的に

取り組む施策などを明らかにした。 
一方、本計画区は、青ヶ島を除いてほとんどの森林が富士箱根伊豆国立公園及び小

笠原国立公園に指定され、多様な樹種から成る広葉樹天然林が主体であり保健文化機

能が極めて高い。小笠原諸島においては、独自の進化を遂げてきた固有の動植物が多

く存在することから、平成２３年６月に小笠原諸島が世界自然遺産として登録される

など、生物多様性機能が重要視されている。加えて、島しょ地域の特性として、暴風

日数や降水量が多く、地形、地質的にも土砂流出の危険度が高いことから、森林の果

たす役割としては、土砂災害防止機能がより重視されている。 
以上のことを勘案し、伊豆諸島地域森林計画の樹立については、自然の遷移に委ね

る天然林施業を主体として、森林の整備及び保全の目標、森林の施業や路網の開設等

森林の整備に関する事項、保安施設の整備や森林の保護に関する事項等、森林法に規

定される各事項について明らかにする。 
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なお、市町村森林整備計画は、地域の森林のマスタープランとしての性格を発揮さ

せるべく、市町村内の自然条件や森林資源の構成、森林に対する社会的要請及び森林・

林業に関する諸施策の実施状況等を勘案し、本計画で定める基本的考え方、基準、指

針等を規範として策定する。 
 

⑴ 計画の対象とする森林の区域 

本計画の対象とする森林の区域は、令和３年１０月１日現在で伊豆諸島森林計画区

が包括する区市町村の区域の民有林（森林法第２条第１項で規定する森林のうち、同

条第３項に規定する国有林及び同法第１０条の４に規定する適用除外森林を除いた森

林）とする。ただし、その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土

地の利用動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林は

除く。 
 

⑵ 森林の整備及び保全に関する事項 

森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性の保全や

地球温暖化の防止並びに地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨等による災害防止に果

たす役割にも考慮して、森林資源の状況並びに森林に関する自然条件及び社会的要請

を総合的に勘案の上、特に発揮することを期待されている機能毎の森林整備及び保全

の基本方針を明らかにするとともに、計画期末の森林整備の目標を示す。 
 

⑶ 森林の整備に関する事項 

ア 立木竹の伐採に関する事項 

森林の有する多面的機能の発揮と資源の循環利用を図ることを前提とし、森林資源

の現況、過去の伐採傾向、主要事業の規模及び全国森林計画に基づく本計画区への割

振り量等を勘案して伐採量を計画する。 
また、適切な森林施業を推進するため、立木の標準伐期齢及び伐採方法の指針を示

す。 
 

イ 造林に関する事項 

裸地状態を早期に解消して多面的機能の維持を図るため、過去の造林傾向、主要事

業の規模及び全国森林計画に基づく本計画区への割振り量等を勘案して人工造林及

び天然更新別の造林量を計画する。 
また、人工造林及び天然更新の対象樹種並びに更新方法の指針を示す。 
 

ウ 間伐及び保育に関する事項 

森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため、森林資源の現況、過去の間伐実施

－ 8－ － 9－
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なお、市町村森林整備計画は、地域の森林のマスタープランとしての性格を発揮さ

せるべく、市町村内の自然条件や森林資源の構成、森林に対する社会的要請及び森林・

林業に関する諸施策の実施状況等を勘案し、本計画で定める基本的考え方、基準、指

針等を規範として策定する。 
 

⑴ 計画の対象とする森林の区域 

本計画の対象とする森林の区域は、令和３年１０月１日現在で伊豆諸島森林計画区

が包括する区市町村の区域の民有林（森林法第２条第１項で規定する森林のうち、同

条第３項に規定する国有林及び同法第１０条の４に規定する適用除外森林を除いた森

林）とする。ただし、その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土

地の利用動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林は

除く。 
 

⑵ 森林の整備及び保全に関する事項 

森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性の保全や

地球温暖化の防止並びに地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨等による災害防止に果

たす役割にも考慮して、森林資源の状況並びに森林に関する自然条件及び社会的要請

を総合的に勘案の上、特に発揮することを期待されている機能毎の森林整備及び保全

の基本方針を明らかにするとともに、計画期末の森林整備の目標を示す。 
 

⑶ 森林の整備に関する事項 

ア 立木竹の伐採に関する事項 

森林の有する多面的機能の発揮と資源の循環利用を図ることを前提とし、森林資源

の現況、過去の伐採傾向、主要事業の規模及び全国森林計画に基づく本計画区への割

振り量等を勘案して伐採量を計画する。 
また、適切な森林施業を推進するため、立木の標準伐期齢及び伐採方法の指針を示

す。 
 

イ 造林に関する事項 

裸地状態を早期に解消して多面的機能の維持を図るため、過去の造林傾向、主要事

業の規模及び全国森林計画に基づく本計画区への割振り量等を勘案して人工造林及

び天然更新別の造林量を計画する。 
また、人工造林及び天然更新の対象樹種並びに更新方法の指針を示す。 
 

ウ 間伐及び保育に関する事項 

森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため、森林資源の現況、過去の間伐実施

－ 8－ － 9－
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状況及び全国森林計画に基づく本計画区への割振り量等を勘案して間伐量を計画す

るとともに間伐の標準的な回数、実施時期及び方法についての指針を示す。 
保育については、適切な森林施業を確保し、健全な森林を育成するため、下刈り、

つる切り、枝打及び除伐の実施時期及び方法についての指針を示す。 
 

エ 公益的機能別施業森林の整備に関する事項 
市町村森林整備計画で区分する公益的機能別施業森林（水源涵

かん

養機能維持増進森林、

山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林、快適環境形成機能維持増進森林、保

健機能維持増進森林）及び木材生産機能維持増進森林の区域設定の基準並びに施業の

方法に関する指針を示す。 
 

オ 林道等の開設に関する事項 

適切な森林整備の推進や災害時の迂回路として、より安全な通行が確保されるよう

に、改良や舗装を中心に路網の整備を進めていくものとする。整備に当たっては、地

域の実情を踏まえて、早期に完了させることにより高い効果が期待できる路線を集中

的に計画する。 
 

カ 森林施業の共同化及び合理化に関する事項 

特になし 
 

⑷ 森林の保全に関する事項 

ア 森林の土地の保全に関する事項 

山地災害を防止し、森林の土地の保全を図るため、土壌緊縛力を有する樹根、保水

機能を有する表土等の保全に留意すべき森林を指定する。 
 

イ 保安施設に関する事項 

保安林として管理すべき森林については、流域における自然条件や社会的要請及び

保安林の配備状況を踏まえ、保安林の指定配備を計画的に推進するとともに、必要に

応じて指定施業要件の見直し等を行いながらその整備を図る。 
治山事業については、事前防災・減災の考え方に立ち、緊急に整備を要する箇所等

を対象として治山施設の設置や本数調整伐等を計画する。 
また、機能の発揮が低位な状態にあり、森林施業の実施により機能の回復・増幅が

見込まれる保安林を要整備森林に指定し、その整備を図る。 
 

ウ 鳥獣害の防止に関する事項 

鳥獣害防止森林区域の基準及び当該森林区域内における鳥獣害の防止の方法につ
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いて方針を定める。 
 

エ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 

病虫害、鳥獣害（３⑷ウに掲げる事項を除く。）、山火事等の森林被害に対する抵抗

性の高い森林の整備や被害防除対策、被害跡地の復旧等について方針を定める。 
 

⑸ 保健機能森林の整備に関する事項 

保健機能が高い保健機能森林の区域設定の基準、保健機能の維持増進を図る森林整

備の方針等を定める。

－ 10 － － 11 －
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－ 10 － － 11 －
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Ⅱ 計画事項 

第１ 計画の対象とする森林の区域 

対象面積 備考

19,170.78

大島町 4,739.67

利島村 276.46

新島村 1,784.23

神津島村 1,415.64

小計 8,216.00

三宅村 4,031.41

御蔵島村 1,827.11

小計 5,858.52

八丈町 3,936.36

青ヶ島村 361.33

小計 4,297.69

小笠原村 798.57

小計 798.57

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

区 分

総 数

町

村

別

面

積

大島支庁

三宅支庁

八丈支庁

小笠原支庁

 
注１ 計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の民有林とする。 
 ２ 本計画の対象森林は、保安林及び保安施設地区内の森林を除き、次の事項の対象となる。 

⑴ 森林法第１０条の２第１項の林地開発許可 
⑵ 森林法第１０条の７の２第１項の規定による森林の土地の所有者となった旨の届出 
⑶ 森林法第１０条の８第１項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出 

 ３ 森林計画図の縦覧場所は、以下のとおりとする。 
⑴ 総務局大島支庁産業課 
⑵ 総務局三宅支庁産業課 
⑶ 総務局八丈支庁産業課 
⑷ 総務局小笠原支庁産業課 

 

 

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

⑴ 森林の整備及び保全の目標 

当該計画区域内における森林の有する機能及び各機能における望ましい森林資源

の姿は次のとおりとする。 
 
森林の有する機能 各機能における望ましい森林資源の姿 

水源涵
かん

養機能 下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を

蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有す

る森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整

備されている森林 

－ 15 －
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養機能 下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を
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備されている森林 

－ 15 －
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山地災害防止機能／

土壌保全機能 
下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が

射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土

壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山

地災害を防ぐ施設が整備されている森林 
快適環境形成機能 樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮へい能力や汚染

物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林

保健・レクリエーシ

ョン機能 
身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理さ

れ、多様な樹種等からなり、住民等に憩いや学びの場を提

供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に

適した施設が整備されている森林 
文化機能 史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史

的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活

動に適した施設が整備されているなど、精神的・文化的・

知的向上等を促す場としての森林 
生物多様性保全機能 原生的な森林生態系、希少な生物が生息・生育、陸域・

水域にまたがり特有の生物が生息・生育する渓畔林等、そ

の土地固有の生物群集を構成する森林 
木材等生産機能 林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上

で良好な樹木により構成され成長量が高い森林であって、

林道等の基盤施設が適切に整備されている森林 
 

⑵ 森林の整備及び保全の基本方針 

森林の有する各機能の充実と機能間の調整、また、それぞれの機能の維持増進を図

るため、森林の整備及び保全の基本方針を次のとおり定める。 
 

森林の有する機能 森林の整備及び保全の基本方針 
水源涵

かん

養機能 ① 洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点か

ら、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木

の根を発達させる施業を推進するとともに、伐採に伴

って発生する裸地については、縮小及び分散を図る。 
  また、自然条件や都民のニーズ等必要に応じ、天然

力も活用した施業を推進する。 
② ダム等の利水施設上流部等において、水源涵

かん

養の機

能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切

な管理を推進することを基本とする。 
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山地災害防止機能／

土壌保全機能 
① 災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等

の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避

を図る施業を推進する。また、自然条件や都民のニー

ズ等必要に応じ、天然力も活用した施業を推進する。 
② 集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地

域等において、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮

されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進す

るとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必

要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進

することを基本とする。 
快適環境形成機能 ① 地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒

音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の

維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切

な保育・間伐等を推進する。 
② 快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切

な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海

岸林等の保全を推進する。 
保健・レクリエーショ

ン機能 
① 都民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条

件や都民のニーズ等必要に応じ広葉樹の導入を図るな

どの多様な森林整備を推進する。 
② 保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推

進する。 
文化機能 ① 美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進す

る。 
② 風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理

を推進する。 
生物多様性保全機能 全ての森林は、多様な生物の生育・生息の場として生

物多様性の保全に寄与していることを踏まえ、その土地

固有の自然条件に適した様々な生育段階や樹種から構成

される森林がバランスよく配置される森林整備を推進す

るものとする。 
木材等生産機能 ① 木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給

する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応

じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、

保育及び間伐等を推進することを基本とする。この場

合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推

－ 16 － － 17 －
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進することを基本とする。 
② 将来にわたり育成単層林として維持する森林では、

主伐後の植栽による確実な更新を行う。 
 

⑶ 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等 

計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等については、次のと

おり計画する。 
単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

育成単層林 3,290 3,290
育成複層林 － －
天然生林 14,738 14,738

126 135

　３　天然生林とは、主として自然に散布された種子等により成立し、維持さ
　　れる森林。例えば、天然更新によるシイ・カシ・ブナ・コメツガ・シラ
　　ビソ・エゾマツ・トドマツ等からなる森林。このほか、未立木地、竹林
　　等を含む。

森林蓄積（㎥／㌶）

区分 現況 計画期末

面積

注１　育成単層林とは、森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹
　　冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。例えば
　　植栽によるスギ・ヒノキ等からなる森林。

　２　育成複層林とは、森林を構成する林木を帯状若しくは群状又は単木に
　　より伐採し、複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ、
　　維持される森林。例えば針葉樹を高木とし、広葉樹を下木とする森林や、
　　針葉樹と広葉樹など異なる林相の林分がモザイク状に混ざり合った森林。

 
２ その他必要な事項 

伊豆諸島においては、生物多様性保全機能を維持するため、森林内に移入してきた

外来動植物を排除する等、希少な生物の生息・生育を促すような森林整備に努める。 
特に、小笠原諸島においては、撹乱された森林生態系を回復し、固有動植物の生息・

生育を促すための、より積極的な森林整備を行う。 
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第３ 森林の整備に関する事項 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

立木竹の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採であり、その方法については、

次項（１）によるものとする。 
 

⑴ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮

して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には少なくとも

周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保する。 
また、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定する。 
なお、市町村森林整備計画で定める「立木の伐採（主伐）の標準的な方法」につい

ての指針は、次の事項のほか、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月１

６日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）のうち、立木の伐採方法に関する事項

を踏まえたものとすること。 
 

ア 皆伐 

皆伐とは、主伐のうち択伐以外のものとし、実施に当たっては、気候、地形、土

壌等の自然条件、地域の林業技術体系及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、以

下の事項に留意のうえ実施するものとする。 
(ｱ) 自然条件及び公益的機能の確保についての必要性を踏まえ、１箇所当たりの伐

採面積の規模、伐採箇所の分散に配慮する。 
また、林地の保全、落石等の防止、風害等の各種被害の防止及び風致の維持、

渓流周辺並びに尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある

場合には、所要の保護樹帯を設置する。 
 

(ｲ) 主伐の時期については、地域の森林構成等を踏まえ、公益的機能の発揮との調

和に配慮し、木材等資源の効率的な循環・利用を考慮して、多様化及び長期化を

図ることとし、多様な木材需要に対応した林齢で伐採するものとする。 
 
(ｳ) 伐採跡地については、ぼう芽による更新が確実な場合を除き、適確な更新によ

り、裸地状態を早急に解消するため、適地適木を旨として、郷土樹種も考慮に入

れて、気候、土壌等の自然条件に適合した樹種を早期に植栽するものとする。 
ぼう芽による更新を行う場合には、優良なぼう芽を発生させるため、１１月か

ら３月の間に伐採するものとする。 
 
 

－ 18 － － 19 －
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－ 18 － － 19 －
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イ 択伐 

択伐は、主伐のうち伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であっ

て、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行

うものとする。 
択伐に当たっては、人為と天然力の適切な組み合わせにより、複数の樹冠層を構

成する森林として成立させ、一定の立木材積の維持や森林の有する多面的機能の維

持増進が適切に図られるよう以下の事項に留意のうえ実施するものとする。 
 

(ｱ) 点状（単木）・帯状又は群状択伐による場合は、伐採区域全体でおおむね均等

な伐採率で行い、材積に係る伐採率 30％以下（伐採後の造林が人工造林による

場合にあっては 40％以下）を標準とし、森林生産力の増進が図られる適正な林

分構造に誘導するよう適切な繰り返し期間によること。 
 
(ｲ) 漸伐又は小面積皆伐による場合は、適切な伐採区域の形状、伐採面積の規模、

伐採箇所の分散等に配慮すること。 
 
(ｳ) 小面積伐採等を行った森林については、大苗を植栽するなど、早急かつ確実な

更新が図られるよう配慮すること。 
 
(ｴ) 天然更新を前提とする場合には、種子の結実状況、天然稚樹の生育状況、母樹

の保存等に配慮すること。 
 
(ｵ) ぼう芽による更新を行う場合には、優良なぼう芽を発生させるため、１１月か

ら３月の間に伐採するものとする。 
 
⑵ 立木の標準伐期齢に関する指針 

市町村森林整備計画で定める「立木の標準伐期齢」についての指針は、次表のと

おりとする。 
なお、標準伐期齢は、標準伐期齢に達した森林の伐採を義務付けるものではない。 

【立木の標準伐期齢の指針】

人 工 植 栽
に よ り 生 育

天 然 下 種
に よ り 生 育

主 と し て
天 然 下 種
に よ り 生 育

主 と し て
ぼ う 芽 に
よ り 生 育

主 と し て
人 工 植 栽
に よ り 生 育

全域 35 40 35 40 55 65 15 10

地区

樹種

ス
ギ

ヒ
ノ
キ

マ
ツ

その他の針葉樹 広葉樹
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⑶ その他必要な事項 

小笠原村では、人為的に持ち込んだとされる樹種（移入種）が、固有の森林生態系

や固有動植物の生育環境に影響を与えているため、移入種の排除に関する事項を次の

ように定める。 
 

ア 移入種とする樹種 

区分 樹種 
特に侵略性が強いため、人為による

強制的な除去が必要な樹種 
アカギ、モクマオウ（トクサバモクマオ

ウ）、ギンネム（ヒメギンネム） 
侵略性が強く人為による除去が必要

な樹種 
リュウキュウマツ、ガジュマル、シマグワ、

キバンジロウ 
必要に応じ人為による除去が必要な

樹種 
上記以外の樹種で、固有の樹種に影響を与

えるおそれがあると認められる場合には、

市町村森林整備計画において、除去が必要

な樹種を定めることができるものとする 
 

イ 除去の方法 

移入種の除去に当たっては、固有の森林生態系の修復や固有動植物の生息・生育

環境改善の一工程として一般的である、樹幹への薬剤注入による枯殺を実施し、必

要に応じて伐採を行うものとする。この際、強制的な除去が必要な樹種は、除去を

行う林齢及び時期を問わない。 
また、生育を抑制する樹種については、幼樹、若木の除去を小規模面積で実施す

るなど、段階的な排除を行うものとする。 
 

 
２ 造林に関する事項 

造林については、裸地状態を早期に解消して公益的機能の維持を図るため、更新す

べき期間内に造林を行うものとし、その方法については、気候、地形、土壌等の自然

条件に応じて、人工造林又は天然更新によるものとする。特に、伐採後に適確な更新

が図られていない伐採跡地については、それぞれの森林の状況に応じた方法により早

急な更新を図る。 
なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性か

ら植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来

にわたり育成単層林として維持する森林においては、人工造林を行うものとする。 
 
 

－ 20 － － 21 －
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－ 20 － － 21 －
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⑴ 人工造林に関する指針 

ア 人工造林の対象樹種に関する指針 

市町村森林整備計画において定める「人工造林の対象樹種」は、適地適木を旨と

して、スギ、ヒノキ、クロマツのほか、広葉樹や郷土樹種からその林地に最も適す

る造林樹種とする。 
 

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

市町村森林整備計画で定める「人工造林の標準的な方法」についての指針は、次

のとおりとする。 
なお、人工造林に当たっては、次項を指針としながら、現地の状況に応じた本数

の苗木を植栽することとし、大苗やコンテナ苗の活用及び伐採と造林の一貫作業シ

ステムの導入検討など、低コスト化に努めるものとする。 
 

(ｱ) 育成単層林 

① 人工造林の植栽本数については、生産目標や森林の諸機能の発揮に対する社

会的要請、既往の植栽本数及び施業体系等を勘案して、次のとおり定めるもの

とする。 
なお、スギ・ヒノキ・マツについては下表の植栽本数を基礎として定めるも

のとする。 
樹種 仕立て方法 植栽本数

密仕立て ４,０００本／㌶

中仕立て ３,０００本／㌶

疎仕立て ２,０００本／㌶

密仕立て ４,０００本／㌶

中仕立て ３,０００本／㌶

疎仕立て ２,０００本／㌶

マツ 中仕立て ３,０００本／㌶

スギ

ヒノキ

 

 
② 伐採木や枝条等が植栽の支障とならないよう、地ごしらえを行うこととし、

気象災害や林地の保全に配慮する必要がある場合には、筋置とするなどの点に

留意するものとする。 
また、気候その他の自然条件及び既往の方法を勘案して、植え付け方法を定

めるとともに、適期に植え付けるものとする。 
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③ ぼう芽による更新を行う場合には、次項⑵のイの(ｲ)に準じて行うものとする。 
 

(ｲ) 育成複層林 

植栽を行うことが必要かつ適切な森林については、適地適木を旨とし、郷土樹

種も考慮に入れて、気候、土壌等の自然条件に適合した樹種、本数の苗木や大苗

を早期に植栽するものとする。 
また、更新を確保し成林させるために更新補助作業を実施することが必要とな

る森林については、次項⑵のイの(ｱ)に準じて、それぞれの森林の状況に応じた方

法により施業を行うものとする。 
  

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針 

市町村森林整備計画で定める「伐採跡地の人工造林をすべき期間」についての指

針は、次のとおりとする。 
 

(ｱ) 皆伐を行い人工造林によるものについては、伐採が終了した日を含む年度の翌

年度の初日から起算して２年以内とする。 
 
(ｲ) 人工林択伐を実施する場合は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日か

ら起算して５年以内とする。 
 

⑵ 天然更新に関する指針 

天然更新は、前生稚樹の生育状況、母樹の存在等森林の現況、気候、地形、土壌等

の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図

られる森林において行う。 
 

ア 天然更新の対象樹種に関する指針 

市町村森林整備計画において定める「天然更新の対象樹種」は、適地適木を旨と

する。さらに、土壌等の自然条件、既往の施業体系などを勘案し、在来樹種も考慮

に入れて、広葉樹ではスダジイ、タブノキ、トベラ等、針葉樹ではクロマツ等を主

体とし、将来その林分において高木となりうる樹種とする。このうち、ぼう芽更新

が可能な樹種はスダジイ、タブノキ、トベラ等とする。 
 

イ 天然更新の標準的な方法に関する指針 

市町村森林整備計画で定める「天然更新の標準的な方法」についての指針は、次

に示す事項及び別表１「天然更新に関する実施基準」のとおりとする。 

－ 22 － － 23 －
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－ 22 － － 23 －
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(ｱ) 天然下種更新 

天然下種更新による場合には、それぞれの森林の状況に応じて、次のとおり地

表処理、刈出し、植込み等の天然更新補助作業を行うものとする。 
 

① 地表処理については、ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害され

ている箇所において、かき起こし、枝条整理等の作業を行うものとする。 
 
② 刈出しについては、ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されて

いる箇所について行うものとする。 
 
③ 植込みについては、天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な

箇所に必要な本数を植栽するものとする。 
 

(ｲ) ぼう芽更新 

ぼう芽更新による場合は、ぼう芽の優劣が明らかとなる頃に、根又は地際部か

ら発生しているぼう芽を１株当たりの仕立て本数３～４本を目安として、ぼう芽

整理を行うものとする。 
また、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じて植込みを行うものとする。 

 
ウ 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針 

市町村森林整備計画で定める「伐採跡地の天然更新をすべき期間」についての指

針は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して伐採後５年以内と

する。 
また、各市町村において適用する天然更新完了基準は、伐採跡地の天然更新をす

べき期間を踏まえた上で、本数及び樹高により確認するものとし、別表１の３及び

４のとおり定めるものとする。この完了基準により更新が完了していないと判断さ

れる場合には、植栽等により確実に更新を図るものとする。 
 

⑶ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に係る基準 

ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新に必要な母樹の賦存状況、天然更新に必要

な更新樹種の立木の生育状況、林床や地表の状況、病虫害及び鳥獣害の被害の発生状

況、当該森林及び近隣の主伐実施箇所における天然更新の状況等の観点から天然更新

が期待できない森林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林とし、

適確な更新を確保するものとする。 
なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林は、市町村森林整備計画におい

てその森林の基準を定めるものとする。 
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⑷ その他必要な事項 

ア 有用広葉樹 

ツバキ、ツゲ、クワ、スダジイ等伊豆諸島特有の有用広葉樹については、その地

域での既往の施業体系に関らず適確な更新を図るため、上層木を伐採した跡地又は

下層には優良系統個体から採取した種子又は苗を使用することとし、優良系統品種

の保存に努める。 
 

イ 三宅村の植生回復の遅れている地域における人工造林 

三宅村においては、平成１２年の火山噴火後、緑化植物の播種等により植生の回

復を図ってきたものの、火山ガスによる影響で回復が遅れている地域が依然として

ある。このような地域で人工造林を行う際は、火山ガスの影響を勘案しつつ、自然

植生の回復を待ってから実施する。 
 

３ 間伐及び保育に関する事項 

⑴ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

市町村森林整備計画で定める「間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な

方法」についての指針は、次のとおりとする。 
 

ア 育成単層林 

林冠がうっ閉して、林木相互の競争が生じ始めた時期をその開始時期とするとと

もに、適度な下層植生を有する適正な林分構造が維持されるよう適切な間伐率に留

意し、おおむね①枯損木、病木及び衰退木、②被圧木、③曲がり木、④並みの木の

順序で行うものとする。ただし、選木に当たっては、形質不良木に偏ることなく、

立木の配置が適切になるよう留意する。 
 
(ｱ) 標準的な間伐の回数及び時期 

標準的な間伐の回数及び実施時期については、下表とおり定めるものとする。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 20

ヒノキ 短伐期 おおむね３回
実施

長伐期 おおむね５回
実施

樹種 施業種別 齢級 備考

スギ 短伐期 おおむね３回
実施

長伐期 おおむね５回
実施
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(ｲ) 間伐率 

間伐率は本数率で３０％を標準とするが、材積に係る伐採率が３５％以下であ

り、かつ、伐採年度の翌年度の初日から起算しておおむね５年後においてその森

林の樹冠疎密度が１０分の８以上に回復することが確実であると認められる範

囲内で行うものとする。 
また、高齢級の森林における間伐に当たっては、立木の成長量に留意すること。 

 
イ 育成複層林 

植栽型の森林については、育成単層林における施業に準じて行う。 
天然更新型の森林については、それぞれの森林の状況に応じた適正な林分構造が

維持されるよう適時適切に行うものとする。 
 

⑵ 保育の標準的な方法に関する指針 

保育の標準的な方法は、下刈り、つる切り、枝打ち及び除伐とし、立木の生育促進

及び林分の健全化を図るものとする。 
なお、市町村森林整備計画で定める「保育の作業種別の標準的な方法」についての

指針は、次のとおりとする。 
 

ア 標準的な保育作業の時期 

標準的な保育作業の実施時期については、次のとおり定めるものとする。 
【基準】

1 2 3 4 5 6 7 10 13 20

下刈り ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

つる切 ○ ○

枝打ち ○ ○

除伐 ○

保育の種類 樹種
実施林齢

スギ
ヒノキ

 
 

イ 育成単層林 

(ｱ) 下刈り 

下刈りは、局地的気象条件、植生の繁茂状況等に応じ、また、上記表に限らず

実施時期や回数の見直しも含め、作業の省力化・効率化に留意し、適切な時期及

び作業方法により行うこと。 
また、下刈りの終期は、目的樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判

断すること。 
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(ｲ) つる切 

つる類を切る場合には、なるべくつるの地際部から切断し、幹に傷をつけない

ように注意すること。 
また、幹に食い込み始めたつるは必ず幹から取り除くようにすること。 
 

(ｳ) 枝打ち 

枝の切断作業に当たっては、原則として幹に傷をつけないように注意すること。 
また、実施時期は、厳冬期を除く１０月から３月までの成長休止期を基本とす

ること。 
 

(ｴ) 除伐 

目的外樹種であっても、その生育の状況、公益的機能の発揮及び将来の利用価

値を勘案し、有用なものは保存し育成すること。 
 
ウ 育成複層林 

下刈り、つる切り、除伐、枝打ちは、育成単層林における施業に準じて行うもの

とすること。 
枝払いは、下層木の生育に必要な林内照度を確保するため、必要に応じて行うも

のとすること。 
 

⑶ その他必要な事項 

特になし 
 
 

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

⑴ 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法に関する

指針 

ア 区域の設定の基準 

公益的機能別施業森林は、水源涵
かん

養機能の維持増進を図るための森林施業を推進

すべき森林、森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全機能、快適な

環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林とし、各機能における

森林の区域を設定する基準を次のとおり定めるものとする。 
なお、区域を設定する際に機能が重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支

障がないようにするものとする。 
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－ 26 － － 27 －



 

28 
 

 
(ｱ) 水源の涵

かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（水源涵
かん

養機能維持増進森林） 

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する森林及び地域の用水源として重

要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林とする。 
水源涵

かん

養機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域は、森

林の分布状況を踏まえ林班又は準林班単位等で面的に設定することが望ましい。 
 

(ｲ) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林

施業を推進すべき森林（山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林） 

山腹崩壊等により人命・人家等に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の

流出・崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林とする。 
山地災害防止機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

は、森林の分布状況を踏まえ林班又は準林班単位等で面的に設定することが望ま

しい。 
また、土壌保全機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林は、林

班又は準林班単位等で面的に設定又は林小班等特定の区域でも設定できるもの

とする。 
 

(ｳ) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

（快適環境形成機能維持増進森林） 

住民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉塵等の影響

を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気

象災害を防止する効果が高い森林とする。 
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

の区域は、林班又は準林班単位等で面的に設定又は林小班等特定の区域でも設定

できるものとする。 
 

(ｴ) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（保健文化機

能維持増進森林） 

観光的に魅力のある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャン

プ場や森林公園等の施設を伴う森林、都民の保健・教育的利用等に適した森林、

史跡、名勝等の所在する森林やこれらと一体となり優れた自然景観等を形成する

森林、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する森林、さらに、原生的な森林生

態系、希少な生物が生育・生息する渓畔林などの属地的な機能の発揮が求められ

ている森林とする。 
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保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域は、林

班、準林班単位等で面的に設定又は小班等特定の区域でも設定できるものとする。 
 

イ 施業の方法に関する指針 

(ｱ) 水源涵
かん

養機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林においては、

洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進

しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐期の間

隔の拡大や皆伐面積の規模縮小や分散を図る。 
  また、自然条件や都民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。 

なお、当該機能において、伐採面積の規模を縮小した皆伐を推進すべき森林の

基準は、次のとおりとする。 
 
水質の保全又は水量の

安定的確保のため伐採の

方法を定める必要がある

森林（水源涵
かん

養機能） 

次の条件のいずれかに該当する森林 
① 地形について 
ａ 標高の高い地域 
ｂ 傾斜が急峻な地域 
ｃ 谷密度の大きい地域 
ｄ 起伏量の大きい地域 
ｅ 渓床又は河床勾配の急な地域 
ｆ 掌状型集水区域 

② 気象について 
ａ 年平均又は季節的降水量が多い地域 
ｂ 短時間に強い雨の降る頻度が高い地域 

③ その他 
大面積の伐採が行われがちな地域 

 
(ｲ) 森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の

形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林に

おいては、特にこれらの公益的機能の発揮を図る森林については択伐による複層

林施業を行うものとする。それ以外の森林においては、択伐以外の方法による複

層林施業を行うこととし、適切な伐区の形状・配置等により伐採後の林分におい

ても、機能の確保ができる場合には、長伐期施業を行うことも可能であるものと

する。 
  また、皆伐によるものについては伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を

図る。 
各機能のうち、複層林施業を推進すべき森林の基準は、次表のとおりとする。 

－ 28 － － 29 －
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(ｱ) 水源の涵

かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（水源涵
かん

養機能維持増進森林） 

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する森林及び地域の用水源として重

要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林とする。 
水源涵

かん

養機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域は、森

林の分布状況を踏まえ林班又は準林班単位等で面的に設定することが望ましい。 
 

(ｲ) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林

施業を推進すべき森林（山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林） 

山腹崩壊等により人命・人家等に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の

流出・崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林とする。 
山地災害防止機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

は、森林の分布状況を踏まえ林班又は準林班単位等で面的に設定することが望ま

しい。 
また、土壌保全機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林は、林

班又は準林班単位等で面的に設定又は林小班等特定の区域でも設定できるもの

とする。 
 

(ｳ) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

（快適環境形成機能維持増進森林） 

住民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉塵等の影響

を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気

象災害を防止する効果が高い森林とする。 
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

の区域は、林班又は準林班単位等で面的に設定又は林小班等特定の区域でも設定

できるものとする。 
 

(ｴ) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（保健文化機

能維持増進森林） 

観光的に魅力のある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャン

プ場や森林公園等の施設を伴う森林、都民の保健・教育的利用等に適した森林、

史跡、名勝等の所在する森林やこれらと一体となり優れた自然景観等を形成する

森林、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する森林、さらに、原生的な森林生

態系、希少な生物が生育・生息する渓畔林などの属地的な機能の発揮が求められ

ている森林とする。 
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保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域は、林

班、準林班単位等で面的に設定又は小班等特定の区域でも設定できるものとする。 
 

イ 施業の方法に関する指針 

(ｱ) 水源涵
かん

養機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林においては、

洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進

しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐期の間

隔の拡大や皆伐面積の規模縮小や分散を図る。 
  また、自然条件や都民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。 

なお、当該機能において、伐採面積の規模を縮小した皆伐を推進すべき森林の

基準は、次のとおりとする。 
 
水質の保全又は水量の

安定的確保のため伐採の

方法を定める必要がある

森林（水源涵
かん

養機能） 

次の条件のいずれかに該当する森林 
① 地形について 
ａ 標高の高い地域 
ｂ 傾斜が急峻な地域 
ｃ 谷密度の大きい地域 
ｄ 起伏量の大きい地域 
ｅ 渓床又は河床勾配の急な地域 
ｆ 掌状型集水区域 

② 気象について 
ａ 年平均又は季節的降水量が多い地域 
ｂ 短時間に強い雨の降る頻度が高い地域 

③ その他 
大面積の伐採が行われがちな地域 

 
(ｲ) 森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の

形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林に

おいては、特にこれらの公益的機能の発揮を図る森林については択伐による複層

林施業を行うものとする。それ以外の森林においては、択伐以外の方法による複

層林施業を行うこととし、適切な伐区の形状・配置等により伐採後の林分におい

ても、機能の確保ができる場合には、長伐期施業を行うことも可能であるものと

する。 
  また、皆伐によるものについては伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を

図る。 
各機能のうち、複層林施業を推進すべき森林の基準は、次表のとおりとする。 

－ 28 － － 29 －
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人家、農地、森林の土

地又は道路その他の施

設の保全のため伐採の

方法を定める必要があ

る森林（山地災害防止機

能／土壌保全機能） 

次の条件のいずれかに該当する森林 
① 地形 
ａ 傾斜が急な箇所であること。 
ｂ 傾斜の著しい変移点を持っている箇所であ

ること。 
ｃ 山腹の凹曲部等地表流下水又は地中水の集

中流下する部分を持っている箇所であること。

② 地質 
ａ 基岩の風化が異常に進んだ箇所であること。

ｂ 基岩の節理又は片理が著しく進んだ箇所で

あること 
ｃ 破砕帯又は断層線上にある箇所であること。

ｄ 流れ盤となっている箇所であること。 
③ 土壌等 
ａ 火山灰地帯等で表土が粗しょうで凝集力の

極めて弱い土壌から成っている箇所であるこ

と。 
ｂ 土層内に異常な滞水層がある箇所であるこ

と。 
ｃ 石礫地からなっている箇所であること。 
ｄ 表土が薄く乾性な土壌から成っている箇所

であること。 
生活環境の保全及び

形成のため伐採の方法

を定める必要がある森

林（快適環境形成機能） 

次の条件のいずれかに該当する森林 
① 都市近郊林等に所在する森林であって郷土樹

種を中心とした林相をなしている森林 
② 市街地道路等と一体となって優れた景観美を

構成する森林 
③ 気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している森

林 
自然環境の保全及び

形成並びに保健・教育・

文化的利用のため伐採

の方法を定める必要が

ある森林（保健・レクリ

エーション機能／文化

機能／生物多様性保全

機能） 

次の条件のいずれかに該当する森林 
① 湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れ

た自然美を構成する森林 
② 紅葉等の優れた森林美を有する森林であって

主要な眺望点から望見されるもの 
③ ハイキング、キャンプ等の保健・文化・教育的

利用の場として特に利用されている森林 
④ 希少な生物の保護のため必要な森林（択伐に限

る。）  
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(ｳ) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に

地域独自の景観等が求められる森林においては、風致の優れた森林の維持又は造

成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うものとする。 
 

⑵ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の基準

及び当該区域内における施業の方法に関する指針 

ア 区域の設定の基準 

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林とするとともに、この内、次の

(ｱ)から(ｳ)までを基準とし、これを満たす又はこれに準ずると認められ、木材等生

産機能が高く、特に効率的な木材生産が期待できると認められる森林については、

地域の実情に応じて「特に効率的な施業が可能な森林の区域」として設定すること。 
なお、区域を設定する際に、⑴の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発

揮に支障がないようにするものとする。 
(ｱ) 林班の面積のうち人工林が過半を占める 
(ｲ) 林班の傾斜区分の平均が緩又は中である 
(ｳ) 傾斜区分に応じた路網密度が、次項５の(2)表以上である 

 
イ 施業の方法に関する指針 

木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域においては、木材等の林産物を持続

的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応

じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進する

ことを基本とする。この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進

することを基本とする。 
また、特に効率的な施業が可能な森林の区域における人工林の伐採後は、原則、

植栽による更新を行うものとする。 
 

⑶ その他必要な事項 

特になし 
 

 

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

⑴ 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 

林道の改良に当たっては、住民や利用者の利便性確保の観点から必要な規格と構造

とする。 
なお、水源涵

かん

養機能及び山地災害防止機能の発揮を重視する森林においては、必要

－ 30 － － 31 －
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人家、農地、森林の土

地又は道路その他の施

設の保全のため伐採の

方法を定める必要があ

る森林（山地災害防止機

能／土壌保全機能） 

次の条件のいずれかに該当する森林 
① 地形 
ａ 傾斜が急な箇所であること。 
ｂ 傾斜の著しい変移点を持っている箇所であ

ること。 
ｃ 山腹の凹曲部等地表流下水又は地中水の集

中流下する部分を持っている箇所であること。

② 地質 
ａ 基岩の風化が異常に進んだ箇所であること。

ｂ 基岩の節理又は片理が著しく進んだ箇所で

あること 
ｃ 破砕帯又は断層線上にある箇所であること。

ｄ 流れ盤となっている箇所であること。 
③ 土壌等 
ａ 火山灰地帯等で表土が粗しょうで凝集力の

極めて弱い土壌から成っている箇所であるこ

と。 
ｂ 土層内に異常な滞水層がある箇所であるこ

と。 
ｃ 石礫地からなっている箇所であること。 
ｄ 表土が薄く乾性な土壌から成っている箇所

であること。 
生活環境の保全及び

形成のため伐採の方法

を定める必要がある森

林（快適環境形成機能） 

次の条件のいずれかに該当する森林 
① 都市近郊林等に所在する森林であって郷土樹

種を中心とした林相をなしている森林 
② 市街地道路等と一体となって優れた景観美を

構成する森林 
③ 気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している森

林 
自然環境の保全及び

形成並びに保健・教育・

文化的利用のため伐採

の方法を定める必要が

ある森林（保健・レクリ

エーション機能／文化

機能／生物多様性保全

機能） 

次の条件のいずれかに該当する森林 
① 湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れ

た自然美を構成する森林 
② 紅葉等の優れた森林美を有する森林であって

主要な眺望点から望見されるもの 
③ ハイキング、キャンプ等の保健・文化・教育的

利用の場として特に利用されている森林 
④ 希少な生物の保護のため必要な森林（択伐に限

る。）  
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(ｳ) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に

地域独自の景観等が求められる森林においては、風致の優れた森林の維持又は造

成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うものとする。 
 

⑵ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の基準

及び当該区域内における施業の方法に関する指針 

ア 区域の設定の基準 

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林とするとともに、この内、次の

(ｱ)から(ｳ)までを基準とし、これを満たす又はこれに準ずると認められ、木材等生

産機能が高く、特に効率的な木材生産が期待できると認められる森林については、

地域の実情に応じて「特に効率的な施業が可能な森林の区域」として設定すること。 
なお、区域を設定する際に、⑴の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発

揮に支障がないようにするものとする。 
(ｱ) 林班の面積のうち人工林が過半を占める 
(ｲ) 林班の傾斜区分の平均が緩又は中である 
(ｳ) 傾斜区分に応じた路網密度が、次項５の(2)表以上である 

 
イ 施業の方法に関する指針 

木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域においては、木材等の林産物を持続

的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応

じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進する

ことを基本とする。この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進

することを基本とする。 
また、特に効率的な施業が可能な森林の区域における人工林の伐採後は、原則、

植栽による更新を行うものとする。 
 

⑶ その他必要な事項 

特になし 
 

 

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

⑴ 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 

林道の改良に当たっては、住民や利用者の利便性確保の観点から必要な規格と構造

とする。 
なお、水源涵

かん

養機能及び山地災害防止機能の発揮を重視する森林においては、必要

－ 30 － － 31 －
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に応じて排水対策に資する施設の整備に努めるものとする。 
また、快適環境形成機能や保健文化機能を有し人との共生を重視する森林において

は、景観や生態系の保全に配慮した線形や施設を選択し、森林へのアクセス等必要な

路網の整備を行うものとする。 
路網の現状は下表のとおり。 

○路網の現状

単位　延長：ｷﾛﾒｰﾄﾙ

路線数 延長

森林管理道 34 路線 133

うち林業専用道 －                －                

区分

 
 

⑵ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な

考え方 

傾斜・地形等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷の低

減に配慮し、木材の搬出や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ効率

的に推進するため、林地の傾斜区分や搬出作業に応じた路網密度の標準的な水準を以

下のとおり示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑶ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の基

本的な考え方 

該当なし 
 
⑷ 路網の規格・構造についての基本的な考え方 

適切な規格・構造の路網整備を図る観点等から、路網整備に当たっては、林道規程

（昭和４８年４月１日４８林野道第１０７号林野庁長官通知）、林業専用道作設指針

（平成２２年９月２４日２２林整整第６０２号林野庁長官通知）及び森林作業道作設

指針（平成２２年１１月１７日２２林整整第６５６号林野庁長官通知）を基本として

単位　路網密度：ｍ／ﾍｸﾀｰﾙ
路網密度

基幹路網

（ 0 ° ～ 15 ° ）

（ 15 ° ～ 30 ° ）

（ 30 ° ～ 35 ° ）

（ 35 ° ～ ）
※「急傾斜地」の＜＞書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など

育成複層林へ誘導する森林における路網密度である。

区分 作業システム

中傾斜地

緩傾斜地
車両系作業システム 110以上 30-40

車両系作業システム 85以上
23-34

5-15

架線系作業システム 25以上

車両系作業システム 60<50>以上

急峻地
架線系作業システム 5以上

急傾斜地

16-26
架線系作業システム 20<15>以上
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東京都が定める林業専用道作設指針、森林作業道作設指針に則り整備を行うものとす

る。 
 

⑸ 林産物の搬出方法等 

ア 林産物の搬出方法 

林産物の搬出方法については、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３

月１６日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）のうち、「５ 伐採・造材・集

運材における作業実行上の配慮」を踏まえ、適切な搬出方法を定めること。 
 

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法 

 該当なし 
 

⑹ その他必要な事項 

近年頻発する豪雨等による林道被害については、地域の森林経営や住民の利用状況

を勘案し、優先度を考慮して災害復旧を行う。 
 
 

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の

合理化に関する事項 

⑴ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大及び森林施業の共同化に関

する方針 

該当なし 
 
⑵ 森林経営管理制度の活用の促進に関する方針 

該当なし 
 
⑶ 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 

該当なし 
 

⑷ 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針 

該当なし 
 

⑸ 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針 

該当なし 
 

⑹ その他必要な事項 

特になし 

－ 32 － － 33 －
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に応じて排水対策に資する施設の整備に努めるものとする。 
また、快適環境形成機能や保健文化機能を有し人との共生を重視する森林において

は、景観や生態系の保全に配慮した線形や施設を選択し、森林へのアクセス等必要な

路網の整備を行うものとする。 
路網の現状は下表のとおり。 

○路網の現状

単位　延長：ｷﾛﾒｰﾄﾙ

路線数 延長

森林管理道 34 路線 133

うち林業専用道 －                －                

区分

 
 

⑵ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な

考え方 

傾斜・地形等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷の低

減に配慮し、木材の搬出や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ効率

的に推進するため、林地の傾斜区分や搬出作業に応じた路網密度の標準的な水準を以

下のとおり示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑶ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の基

本的な考え方 

該当なし 
 
⑷ 路網の規格・構造についての基本的な考え方 

適切な規格・構造の路網整備を図る観点等から、路網整備に当たっては、林道規程

（昭和４８年４月１日４８林野道第１０７号林野庁長官通知）、林業専用道作設指針

（平成２２年９月２４日２２林整整第６０２号林野庁長官通知）及び森林作業道作設

指針（平成２２年１１月１７日２２林整整第６５６号林野庁長官通知）を基本として

単位　路網密度：ｍ／ﾍｸﾀｰﾙ
路網密度

基幹路網

（ 0 ° ～ 15 ° ）

（ 15 ° ～ 30 ° ）

（ 30 ° ～ 35 ° ）

（ 35 ° ～ ）
※「急傾斜地」の＜＞書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など

育成複層林へ誘導する森林における路網密度である。

区分 作業システム

中傾斜地

緩傾斜地
車両系作業システム 110以上 30-40

車両系作業システム 85以上
23-34

5-15

架線系作業システム 25以上

車両系作業システム 60<50>以上

急峻地
架線系作業システム 5以上

急傾斜地

16-26
架線系作業システム 20<15>以上
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東京都が定める林業専用道作設指針、森林作業道作設指針に則り整備を行うものとす

る。 
 

⑸ 林産物の搬出方法等 

ア 林産物の搬出方法 

林産物の搬出方法については、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３

月１６日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）のうち、「５ 伐採・造材・集

運材における作業実行上の配慮」を踏まえ、適切な搬出方法を定めること。 
 

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法 

 該当なし 
 

⑹ その他必要な事項 

近年頻発する豪雨等による林道被害については、地域の森林経営や住民の利用状況

を勘案し、優先度を考慮して災害復旧を行う。 
 
 

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の

合理化に関する事項 

⑴ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大及び森林施業の共同化に関

する方針 

該当なし 
 
⑵ 森林経営管理制度の活用の促進に関する方針 

該当なし 
 
⑶ 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 

該当なし 
 

⑷ 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針 

該当なし 
 

⑸ 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針 

該当なし 
 

⑹ その他必要な事項 

特になし 

－ 32 － － 33 －
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第４ 森林の保全に関する事項 

１ 森林の土地の保全に関する事項 

⑴ 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 

樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区につい

ては、次のとおりとする。 
単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

市 町 村 地 区

1林班の一部ほか 459 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

20林班の一部ほか 1 〃  土砂崩壊防備保安林

79林班の一部ほか 15 〃  飛砂防備保安林

3林班の一部ほか 34 〃 防風保安林

2林班の一部ほか 15 表土の保水機能  干害防備保安林

76林班の一部ほか 3 樹根の土壌緊縛力 防火保安林

2林班の一部ほか 87 〃 砂防指定地

利島村 6林班の一部 7 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

1林班の一部ほか 99 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

10林班の一部ほか 39 樹根の土壌緊縛力  土砂崩壊防備保安林

9林班の一部ほか 3 〃  飛砂防備保安林

5林班の一部ほか 24 〃 防風保安林

8林班の一部ほか 8 〃  潮害防備保安林

12林班の一部ほか 31 〃  落石防止保安林

17林班の一部ほか 21 〃  魚つき保安林

12林班の一部ほか 12 〃 砂防指定地

1林班の一部ほか 248 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

5林班の一部ほか 15 〃  土砂崩壊防備保安林

35林班の一部ほか 2 〃 防風保安林

35林班の一部ほか 3 〃  潮害防備保安林

3林班の一部ほか 46 表土の保水機能  干害防備保安林

2林班の一部ほか 26 〃 砂防指定地

8林班の一部ほか 932 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

40林班の一部ほか 15 〃  土砂崩壊防備保安林

4林班の一部ほか 24 〃 防風保安林

40林班の一部ほか 7 表土の保水機能  干害防備保安林

4林班の一部ほか 151 樹根の土壌緊縛力 砂防指定地

1林班の一部ほか 125 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

2林班の一部 5 表土の保水機能  干害防備保安林

16林班の一部ほか 5 樹根の土壌緊縛力 砂防指定地

1林班の一部ほか 545 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

5林班の一部ほか 18 〃  土砂崩壊防備保安林

22林班の一部ほか 4 〃 防風保安林

5林班の一部ほか 4 〃  潮害防備保安林

43林班の一部 2 表土の保水機能  干害防備保安林

3林班の一部ほか 51 樹根の土壌緊縛力 砂防指定地

青ヶ島村 2林班の一部ほか 23 樹根の土壌緊縛力  土砂崩壊防備保安林

小笠原村 16林班の一部 8 樹根の土壌緊縛力 砂防指定地

3,118

面 積 留意すべき事項 備 考

御蔵島村

八丈町

計

大島町

新島村

神津島村

三宅村

所 在
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⑵ 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬

出方法 

該当なし 
 

⑶ 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

ア 土砂の切取り、盛土等土地の形質変更に当たっては、森林の土地の保全に十分留

意することとし、土地の形質変更の態様、地形、地質等の条件及び行うべき作業の

内容等に留意して、実施する区域を選定するものとする。 
 
イ 土砂の切取り及び盛土を行う場合には、必要に応じて、のり面保護のための緑化

工事及び土留工事を施工すること。 
  また、雨水を適切に処理するための排水施設を設けるものとする。 

 
ウ その他の土地の形質変更に当たっては、その態様に応じて土砂の流出及び崩壊の

防止に必要な施設を設ける等、適切な保全措置を講じるものとする。 
 
エ 太陽光発電施設の設置に当たっては、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨

水の浸透能や景観に及ぼす影響が大きいこと等の特殊性を踏まえ、開発行為の許可

基準の適正な運用を行うとともに、地域住民の理解に配慮すること。 

 
⑷ その他必要な事項 

特になし 
 
 
２ 保安施設に関する事項 

⑴ 保安林の整備に関する方針 

保安林については、流域における森林に関する自然条件、社会的要請及び保安林の

配備状況等を踏まえつつ、水源の涵
かん

養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的を達

成するために保安林として指定する必要がある森林について保安林の配備を計画的

に推進するとともに、必要に応じて指定施業要件の見直し等を行いながら、その整備

を図る。 
 
⑵ 保安施設地区の指定に関する方針 

該当なし 
 
 

－ 34 － － 35 －
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12林班の一部ほか 31 〃  落石防止保安林

17林班の一部ほか 21 〃  魚つき保安林

12林班の一部ほか 12 〃 砂防指定地

1林班の一部ほか 248 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

5林班の一部ほか 15 〃  土砂崩壊防備保安林

35林班の一部ほか 2 〃 防風保安林

35林班の一部ほか 3 〃  潮害防備保安林

3林班の一部ほか 46 表土の保水機能  干害防備保安林

2林班の一部ほか 26 〃 砂防指定地

8林班の一部ほか 932 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

40林班の一部ほか 15 〃  土砂崩壊防備保安林

4林班の一部ほか 24 〃 防風保安林

40林班の一部ほか 7 表土の保水機能  干害防備保安林

4林班の一部ほか 151 樹根の土壌緊縛力 砂防指定地

1林班の一部ほか 125 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

2林班の一部 5 表土の保水機能  干害防備保安林

16林班の一部ほか 5 樹根の土壌緊縛力 砂防指定地

1林班の一部ほか 545 樹根の土壌緊縛力  土砂流出防備保安林

5林班の一部ほか 18 〃  土砂崩壊防備保安林

22林班の一部ほか 4 〃 防風保安林

5林班の一部ほか 4 〃  潮害防備保安林

43林班の一部 2 表土の保水機能  干害防備保安林

3林班の一部ほか 51 樹根の土壌緊縛力 砂防指定地

青ヶ島村 2林班の一部ほか 23 樹根の土壌緊縛力  土砂崩壊防備保安林

小笠原村 16林班の一部 8 樹根の土壌緊縛力 砂防指定地

3,118

面 積 留意すべき事項 備 考

御蔵島村

八丈町

計

大島町

新島村

神津島村

三宅村

所 在
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⑵ 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬

出方法 

該当なし 
 

⑶ 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

ア 土砂の切取り、盛土等土地の形質変更に当たっては、森林の土地の保全に十分留

意することとし、土地の形質変更の態様、地形、地質等の条件及び行うべき作業の

内容等に留意して、実施する区域を選定するものとする。 
 
イ 土砂の切取り及び盛土を行う場合には、必要に応じて、のり面保護のための緑化

工事及び土留工事を施工すること。 
  また、雨水を適切に処理するための排水施設を設けるものとする。 

 
ウ その他の土地の形質変更に当たっては、その態様に応じて土砂の流出及び崩壊の

防止に必要な施設を設ける等、適切な保全措置を講じるものとする。 
 
エ 太陽光発電施設の設置に当たっては、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨

水の浸透能や景観に及ぼす影響が大きいこと等の特殊性を踏まえ、開発行為の許可

基準の適正な運用を行うとともに、地域住民の理解に配慮すること。 

 
⑷ その他必要な事項 

特になし 
 
 
２ 保安施設に関する事項 

⑴ 保安林の整備に関する方針 

保安林については、流域における森林に関する自然条件、社会的要請及び保安林の

配備状況等を踏まえつつ、水源の涵
かん

養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的を達

成するために保安林として指定する必要がある森林について保安林の配備を計画的

に推進するとともに、必要に応じて指定施業要件の見直し等を行いながら、その整備

を図る。 
 
⑵ 保安施設地区の指定に関する方針 

該当なし 
 
 

－ 34 － － 35 －
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⑶ 治山事業の実施に関する方針 

近年頻発している集中豪雨や台風等による被害を軽減し、都民の生命・財産を守る

ため、事前防災・減災の考え方に立ち、緊急に整備を要する箇所について早期に着手

し、山地災害を防止する。その際、保安林の配備による伐採等に対する規制措置と治

山事業の実施の一体的な運用に努める。 
また、海岸防災林の整備として、潮害防備等保安林整備や施設の設置等については、

現地の実情を踏まえ、必要に応じて生物多様性の保全に努めながら取り組む。 
さらに、災害の発生形態の変化など勘案し、計画、設計及び施工の各段階において、

既存施設の長寿命化対策の推進を含めた総合的なコスト縮減に努めるとともに、自然

環境への配慮や、木材利用への取組を進める。 
 

⑷ 特定保安林の整備に関する事項 

特定保安林の区域内に存在し、樹冠疎密度、樹種、林木の生育の状況、下層植生の

状況からみて機能の発揮が低位な状態にあると認められる保安林で、森林施業の実施

により機能の回復・増進が図られると見込まれるものについて、要整備森林に指定し、

その整備を図る。 
 
⑸ その他必要な事項 

特になし 
 
 

３ 鳥獣害の防止に関する事項 

⑴ 鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する

方針 

鳥獣害防止森林区域の設定の基準を示し、かつ当該区域内における鳥獣害の防止の

方法に関する方針を定めるべき対象鳥獣は、「地域森林計画及び国有林の地域別の森

林計画に関する事務の取扱いの運用について」（平成１２年５月８日１２林野計第１

８８号林野庁長官通知）に基づくとともに、本計画区の現状を勘案し、ニホンジカと

する。 
 

ア 区域の設定の基準 

ニホンジカによる食害や剥皮等の森林被害が現に発生している又は今後発生す

ることが予想される森林を鳥獣害防止森林区域に設定する。区域の設定にあっては

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成２８年１０月２０日２

８林整研第１８０号林野庁長官通知）に基づき、森林生態系多様性基礎調査の結果

を基に、目撃情報及び被害情報を勘案して設定する。 
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イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針 

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、単木保護ネットやシカ侵

入防止柵・ネット等の設置、現地調査による被害状況のモニタリング等の植栽木の

保護措置又は捕獲による鳥獣害防止対策を推進するものとする。その際、生息状況

や被害の動向を踏まえ、関係行政機関や猟友会等と連携した対策を推進することと

し、東京都農林業獣害対策基本計画及び鳥獣保護管理事業計画等の農業被害対策や

鳥獣保護管理施策等と連携・調整を図るものとする。 
 

⑵ その他必要な事項 

鳥獣害防止森林区域内において、⑴のイに定める被害防止対策を実施している箇所

については、必要に応じて現地踏査の実施、関係行政機関や林業事業体との意見交換

等により、被害防除設備の劣化状況やニホンジカによる植栽木への被害状況の確認に

努めるものとする。 

 

 

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 

⑴ 森林病害虫等の被害対策の方針 

森林の持つ多面的な機能の維持増進を図るため、森林病害虫等の未然防止及び被害

拡大防止、早期発見及び早期駆除に努めるものとする。特に、次に示す被害について

は、必要に応じて防除及び駆除対策を講じるものとする。 
なお、記載がない町村及び被害状況についても、必要に応じて迅速かつ適切な対策

が行えるよう努めるものとする。 
また、ナラ枯れ被害についても、全国各地や都内においても発生が確認されている

ことから、引き続き近隣県及び都内における発生状況に留意し、関係機関と情報共有

及び発生箇所での被害対策に努める。 
 
町村 被害原因又は対象病害虫 

大島町 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク、チャドクガ 

利島村 ハスオビエダシャク、カシノナガキクイムシ、トビモンオオエダシャク、

チャドクガ 
新島村 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク 

神津島村 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク 

三宅村 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク、マツカレハ 

－ 36 － － 37 －



 

36 
 

⑶ 治山事業の実施に関する方針 

近年頻発している集中豪雨や台風等による被害を軽減し、都民の生命・財産を守る

ため、事前防災・減災の考え方に立ち、緊急に整備を要する箇所について早期に着手

し、山地災害を防止する。その際、保安林の配備による伐採等に対する規制措置と治

山事業の実施の一体的な運用に努める。 
また、海岸防災林の整備として、潮害防備等保安林整備や施設の設置等については、

現地の実情を踏まえ、必要に応じて生物多様性の保全に努めながら取り組む。 
さらに、災害の発生形態の変化など勘案し、計画、設計及び施工の各段階において、

既存施設の長寿命化対策の推進を含めた総合的なコスト縮減に努めるとともに、自然

環境への配慮や、木材利用への取組を進める。 
 

⑷ 特定保安林の整備に関する事項 

特定保安林の区域内に存在し、樹冠疎密度、樹種、林木の生育の状況、下層植生の

状況からみて機能の発揮が低位な状態にあると認められる保安林で、森林施業の実施

により機能の回復・増進が図られると見込まれるものについて、要整備森林に指定し、

その整備を図る。 
 
⑸ その他必要な事項 

特になし 
 
 

３ 鳥獣害の防止に関する事項 

⑴ 鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する

方針 

鳥獣害防止森林区域の設定の基準を示し、かつ当該区域内における鳥獣害の防止の

方法に関する方針を定めるべき対象鳥獣は、「地域森林計画及び国有林の地域別の森

林計画に関する事務の取扱いの運用について」（平成１２年５月８日１２林野計第１

８８号林野庁長官通知）に基づくとともに、本計画区の現状を勘案し、ニホンジカと

する。 
 

ア 区域の設定の基準 

ニホンジカによる食害や剥皮等の森林被害が現に発生している又は今後発生す

ることが予想される森林を鳥獣害防止森林区域に設定する。区域の設定にあっては

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成２８年１０月２０日２

８林整研第１８０号林野庁長官通知）に基づき、森林生態系多様性基礎調査の結果

を基に、目撃情報及び被害情報を勘案して設定する。 

 

37 
 

イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針 

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、単木保護ネットやシカ侵

入防止柵・ネット等の設置、現地調査による被害状況のモニタリング等の植栽木の

保護措置又は捕獲による鳥獣害防止対策を推進するものとする。その際、生息状況

や被害の動向を踏まえ、関係行政機関や猟友会等と連携した対策を推進することと

し、東京都農林業獣害対策基本計画及び鳥獣保護管理事業計画等の農業被害対策や

鳥獣保護管理施策等と連携・調整を図るものとする。 
 

⑵ その他必要な事項 

鳥獣害防止森林区域内において、⑴のイに定める被害防止対策を実施している箇所

については、必要に応じて現地踏査の実施、関係行政機関や林業事業体との意見交換

等により、被害防除設備の劣化状況やニホンジカによる植栽木への被害状況の確認に

努めるものとする。 

 

 

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 

⑴ 森林病害虫等の被害対策の方針 

森林の持つ多面的な機能の維持増進を図るため、森林病害虫等の未然防止及び被害

拡大防止、早期発見及び早期駆除に努めるものとする。特に、次に示す被害について

は、必要に応じて防除及び駆除対策を講じるものとする。 
なお、記載がない町村及び被害状況についても、必要に応じて迅速かつ適切な対策

が行えるよう努めるものとする。 
また、ナラ枯れ被害についても、全国各地や都内においても発生が確認されている

ことから、引き続き近隣県及び都内における発生状況に留意し、関係機関と情報共有

及び発生箇所での被害対策に努める。 
 
町村 被害原因又は対象病害虫 

大島町 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク、チャドクガ 

利島村 ハスオビエダシャク、カシノナガキクイムシ、トビモンオオエダシャク、

チャドクガ 
新島村 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク 

神津島村 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク 

三宅村 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク、マツカレハ 

－ 36 － － 37 －
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御蔵島村 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ツゲノメイガ、ハスオビエダシ

ャク、トビモンオオエダシャク 
八丈町 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク、マツカレハ 

 

⑵ 鳥獣害対策の方針（３に掲げる事項を除く。） 

ニホンジカ以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域外におけるニホン

ジカによる森林被害については、地域の森林資源の構成、被害の動向を踏まえながら、

その防止に向け、鳥獣保護管理施策、農業被害対策や関係行政機関等との連携を図り

つつ、総合的かつ効果的な防除活動を推進し、被害対策に努めるものとする。 
 

⑶ 林野火災の予防の方針 

森林の持つ多面的な機能の維持増進を図るため、入山者の増加等に伴う林野火災の

発生防止対策を推進する。 
なお、森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合においては、市町村森林

整備計画に定める留意事項に従い行うものとする。 
 

⑷ その他必要な事項 

保安林及び入山者の多い地域を対象に林地開発等の森林法の違反行為への監視や

指導及び林野火災の防止や早期発見に努めるなど、森林保全のために森林の巡視を行

う。 
 
 
 

第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

１ 保健機能森林の区域の基準 

該当なし 
 

２ その他保健機能森林の整備に関する事項 

特になし 
 

 

39 
 

第６　計画量等
　１　間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位　材積：千立方ﾒｰﾄﾙ

　２　間伐面積
単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

 

　３　人工造林及び天然更新別の造林面積
単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

うち前半５年
分 2

天然更新

4

2

区分 人工造林

総数 4

50

25
うち前半５年
分

総数

－ 1

1 3 2 1

－ 2

1 2 － 2

1 － 1 1

針
葉
樹

広
葉
樹

間伐
総
数

針
葉
樹

広
葉
樹

主伐
総
数

区分 間伐面積

総数区分
総
数

針
葉
樹

広
葉
樹

うち前半５年
分 2

4総数

 
 

－ 38 － － 39 －
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御蔵島村 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ツゲノメイガ、ハスオビエダシ

ャク、トビモンオオエダシャク 
八丈町 マツクイムシ、カシノナガキクイムシ、ハスオビエダシャク、トビモン

オオエダシャク、マツカレハ 

 

⑵ 鳥獣害対策の方針（３に掲げる事項を除く。） 

ニホンジカ以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域外におけるニホン

ジカによる森林被害については、地域の森林資源の構成、被害の動向を踏まえながら、

その防止に向け、鳥獣保護管理施策、農業被害対策や関係行政機関等との連携を図り

つつ、総合的かつ効果的な防除活動を推進し、被害対策に努めるものとする。 
 

⑶ 林野火災の予防の方針 

森林の持つ多面的な機能の維持増進を図るため、入山者の増加等に伴う林野火災の

発生防止対策を推進する。 
なお、森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合においては、市町村森林

整備計画に定める留意事項に従い行うものとする。 
 

⑷ その他必要な事項 

保安林及び入山者の多い地域を対象に林地開発等の森林法の違反行為への監視や

指導及び林野火災の防止や早期発見に努めるなど、森林保全のために森林の巡視を行

う。 
 
 
 

第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

１ 保健機能森林の区域の基準 

該当なし 
 

２ その他保健機能森林の整備に関する事項 

特になし 
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第６　計画量等
　１　間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位　材積：千立方ﾒｰﾄﾙ

　２　間伐面積
単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

 

　３　人工造林及び天然更新別の造林面積
単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

うち前半５年
分 2

天然更新

4

2

区分 人工造林

総数 4

50

25
うち前半５年
分

総数

－ 1

1 3 2 1

－ 2

1 2 － 2

1 － 1 1

針
葉
樹

広
葉
樹

間伐
総
数

針
葉
樹

広
葉
樹

主伐
総
数

区分 間伐面積

総数区分
総
数

針
葉
樹

広
葉
樹

うち前半５年
分 2

4総数

 
 

－ 38 － － 39 －
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４　林道の開設及び拡張に関する計画（令和４年度～令和13年度）
単位　延長：ｷﾛﾒｰﾄﾙ　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

位置
(市町村) 延長 箇所数

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 間伏 8 466 ○ 大-1

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 野増 1 230 大-2

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 元町(北） 1 123 大-3

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 元町(南） 4 161 ○ 大-4

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 泉津 1 160 ○ 大-5

小計 5 路線 15 1,140

拡張 (改良) 自動車道 林道 利島村 宮沢 1 44 ○ 利-1

小計 1 路線 1 44

拡張 (改良) 自動車道 林道 新島村 阿土山 1 106 新-1

小計 1 路線 1 106

拡張 (改良) 自動車道 林道 神津島村 天上山 1 671 神-1

小計 1 路線 1 671

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 雄山環状 3 1,042 ○ 三-1

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 坪田 1 41 三-2

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 三の宮 4 120 ○ 三-3

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 土佐 4 202 ○ 三-4

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 伊ヶ谷 6 86 ○ 三-5

小計 5 路線 18 1,491

拡張 (改良) 自動車道 林道 御蔵島村 黒崎高尾 6 576 ○ 御-1

小計 1 路線 6 576

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 三原 1 389 ○ 八-1

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 富士環状 1 392 ○ 八-2

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 三郷田 1 84 ○ 八-3

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 こん沢 1 235 八-4

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 鴨川 1 137 ○ 八-5

小計 5 路線 5 1,237

計 19 路線 47 5,265

うち前半
５ 年 分

備考開設／拡張 種類 区分 路線名
延長及び箇所数 利用区域

面 積
対図
番号
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拡張 (舗装) 自動車道 林道 大島町 野増 0.3 230 大-1

拡張 (舗装) 自動車道 林道 大島町 元町(北） 0.3 123 大-2

拡張 (舗装) 自動車道 林道 大島町 元町(南） 1.7 161 ○ 大-3

拡張 (舗装) 自動車道 林道 大島町 泉津 1.2 160 ○ 大-4

小計 4 路線 3.4 674

拡張 (舗装) 自動車道 林道 利島村 宮沢 0.2 44 ○ 利-1

小計 1 路線 0.2 44

拡張 (舗装) 自動車道 林道 新島村 阿土山 0.2 106 ○ 新-1

小計 1 路線 0.2 106

拡張 (舗装) 自動車道 林道 神津島村 天上山 0.3 671 神-1

拡張 (舗装) 自動車道 林道 神津島村 宮塚山 0.0 118 ○ 神-2

小計 2 路線 0.3 789

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 雄山環状 2.6 1,042 ○ 三-1

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 坪田 0.3 41 三-2

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 三の宮 0.2 120 ○ 三-3

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 土佐 0.7 202 ○ 三-4

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 伊ヶ谷 0.6 86 ○ 三-5

小計 5 路線 4.4 1,491

拡張 (舗装) 自動車道 林道 御蔵島村 黒崎高尾 0.1 576 ○ 御-1

小計 1 路線 0.1 576

拡張 (舗装) 自動車道 林道 八丈町 三原 1.0 389 ○ 八-1

拡張 (舗装) 自動車道 林道 八丈町 富士環状 0.8 392 ○ 八-2

拡張 (舗装) 自動車道 林道 八丈町 三郷田 0.3 84 ○ 八-3

拡張 (舗装) 自動車道 林道 八丈町 こん沢 0.3 235 八-4

小計 4 路線 2.3 1,100

計 18 路線 10.8 4,780

－ 40 － － 41 －
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４　林道の開設及び拡張に関する計画（令和４年度～令和13年度）
単位　延長：ｷﾛﾒｰﾄﾙ　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

位置
(市町村) 延長 箇所数

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 間伏 8 466 ○ 大-1

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 野増 1 230 大-2

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 元町(北） 1 123 大-3

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 元町(南） 4 161 ○ 大-4

拡張 (改良) 自動車道 林道 大島町 泉津 1 160 ○ 大-5

小計 5 路線 15 1,140

拡張 (改良) 自動車道 林道 利島村 宮沢 1 44 ○ 利-1

小計 1 路線 1 44

拡張 (改良) 自動車道 林道 新島村 阿土山 1 106 新-1

小計 1 路線 1 106

拡張 (改良) 自動車道 林道 神津島村 天上山 1 671 神-1

小計 1 路線 1 671

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 雄山環状 3 1,042 ○ 三-1

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 坪田 1 41 三-2

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 三の宮 4 120 ○ 三-3

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 土佐 4 202 ○ 三-4

拡張 (改良) 自動車道 林道 三宅村 伊ヶ谷 6 86 ○ 三-5

小計 5 路線 18 1,491

拡張 (改良) 自動車道 林道 御蔵島村 黒崎高尾 6 576 ○ 御-1

小計 1 路線 6 576

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 三原 1 389 ○ 八-1

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 富士環状 1 392 ○ 八-2

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 三郷田 1 84 ○ 八-3

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 こん沢 1 235 八-4

拡張 (改良) 自動車道 林道 八丈町 鴨川 1 137 ○ 八-5

小計 5 路線 5 1,237

計 19 路線 47 5,265

うち前半
５ 年 分

備考開設／拡張 種類 区分 路線名
延長及び箇所数 利用区域

面 積
対図
番号
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拡張 (舗装) 自動車道 林道 大島町 野増 0.3 230 大-1

拡張 (舗装) 自動車道 林道 大島町 元町(北） 0.3 123 大-2

拡張 (舗装) 自動車道 林道 大島町 元町(南） 1.7 161 ○ 大-3

拡張 (舗装) 自動車道 林道 大島町 泉津 1.2 160 ○ 大-4

小計 4 路線 3.4 674

拡張 (舗装) 自動車道 林道 利島村 宮沢 0.2 44 ○ 利-1

小計 1 路線 0.2 44

拡張 (舗装) 自動車道 林道 新島村 阿土山 0.2 106 ○ 新-1

小計 1 路線 0.2 106

拡張 (舗装) 自動車道 林道 神津島村 天上山 0.3 671 神-1

拡張 (舗装) 自動車道 林道 神津島村 宮塚山 0.0 118 ○ 神-2

小計 2 路線 0.3 789

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 雄山環状 2.6 1,042 ○ 三-1

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 坪田 0.3 41 三-2

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 三の宮 0.2 120 ○ 三-3

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 土佐 0.7 202 ○ 三-4

拡張 (舗装) 自動車道 林道 三宅村 伊ヶ谷 0.6 86 ○ 三-5

小計 5 路線 4.4 1,491

拡張 (舗装) 自動車道 林道 御蔵島村 黒崎高尾 0.1 576 ○ 御-1

小計 1 路線 0.1 576

拡張 (舗装) 自動車道 林道 八丈町 三原 1.0 389 ○ 八-1

拡張 (舗装) 自動車道 林道 八丈町 富士環状 0.8 392 ○ 八-2

拡張 (舗装) 自動車道 林道 八丈町 三郷田 0.3 84 ○ 八-3

拡張 (舗装) 自動車道 林道 八丈町 こん沢 0.3 235 八-4

小計 4 路線 2.3 1,100

計 18 路線 10.8 4,780

－ 40 － － 41 －
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　５　保安林の整備及び治山事業に関する計画
　　⑴　保安林として管理すべき森林の種類別面積等
　　　ア　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ
 

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

青ヶ島村 2

神津島村 1

八丈町

指定理由の消滅

1

1

1

1

1

1

3

土砂流出防備のため

13

指定理由の消滅

35合計

防火

21

土砂流出防備解除

土砂崩壊防備

小計

1大島町

1

八丈町

10

2

2

20

4

2

小計

注　総数欄は、２以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のための
　保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

指定理由の消滅

保安林の種類

総数（実面積）

10

区分

2,736

指定又は解除を
必要とする理由

21

指定

土砂崩壊防備

6

3 土砂崩壊防備のため

土砂流出防備

4

26

水源涵養のための保安林
災害防備のための保安林
保健、風致のための保安林

備考

2,725
--

2,757 2,746

うち前半５年
分

面積

 イ　計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の
　 所在及び面積

小計

大島町

小計

新島村

合計

利島村

小計

指定/
解除 市町村

備考

三宅村

御蔵島村

うち前半５年
分

森林の所在

区域
面積

大島町

神津島村

1

 

　　　ウ　計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

　　⑵　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

　　　　　該当なし

計 60
－

－
60

6060

60
－

－
60

60 60
－

種類

－
60災害の防備

－

水源の涵養

保健、風致等

植栽の変
更

60

指定施業要件の変更
皆伐面積
の変更

伐採の方
法の変更

択伐率の
変更

間伐率の
変更

－ － －
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　　⑶　実施すべき治山事業の数量
単位　地区

治山事業施工地区数

　　　　該当なし

神津島村

3

5

2卯辰川 治山ダム工御蔵島村

三宅村

山腹基礎工

山腹基礎工

4

4名組山　外 7

坪田　外

3

治山ダム工、山腹基礎工7

山腹基礎工

2

新島村

大島町 元町　外

若郷　外

10

市町村

森林の所在

うち前半
５年分

9

区域

5

18

備考主な工種

治山ダム工、山腹基礎工

６　要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施
  業の方法及び時期

八丈町 三根　外

池之沢 3

52 30

落石防止工青ヶ島村

計

 

 

 

－ 42 － － 43 －
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　５　保安林の整備及び治山事業に関する計画
　　⑴　保安林として管理すべき森林の種類別面積等
　　　ア　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ
 

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

青ヶ島村 2

神津島村 1

八丈町

指定理由の消滅

1

1

1

1

1

1

3

土砂流出防備のため

13

指定理由の消滅

35合計

防火

21

土砂流出防備解除

土砂崩壊防備

小計

1大島町

1

八丈町

10

2

2

20

4

2

小計

注　総数欄は、２以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のための
　保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

指定理由の消滅

保安林の種類

総数（実面積）

10

区分

2,736

指定又は解除を
必要とする理由

21

指定

土砂崩壊防備

6

3 土砂崩壊防備のため

土砂流出防備

4

26

水源涵養のための保安林
災害防備のための保安林
保健、風致のための保安林

備考

2,725
--

2,757 2,746

うち前半５年
分

面積

 イ　計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の
　 所在及び面積

小計

大島町

小計

新島村

合計

利島村

小計

指定/
解除 市町村

備考

三宅村

御蔵島村

うち前半５年
分

森林の所在

区域
面積

大島町

神津島村

1

 

　　　ウ　計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

　　⑵　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

　　　　　該当なし

計 60
－

－
60

6060

60
－

－
60

60 60
－

種類

－
60災害の防備

－

水源の涵養

保健、風致等

植栽の変
更

60

指定施業要件の変更
皆伐面積
の変更

伐採の方
法の変更

択伐率の
変更

間伐率の
変更

－ － －
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　　⑶　実施すべき治山事業の数量
単位　地区

治山事業施工地区数

　　　　該当なし

神津島村

3

5

2卯辰川 治山ダム工御蔵島村

三宅村

山腹基礎工

山腹基礎工

4

4名組山　外 7

坪田　外

3

治山ダム工、山腹基礎工7

山腹基礎工

2

新島村

大島町 元町　外

若郷　外

10

市町村

森林の所在

うち前半
５年分

9

区域

5

18

備考主な工種

治山ダム工、山腹基礎工

６　要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施
  業の方法及び時期

八丈町 三根　外

池之沢 3

52 30

落石防止工青ヶ島村

計

 

 

 

－ 42 － － 43 －
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第７　その他必要な事項
　１　保安林その他制限林の施業方法

市町村 区域（林班）
土砂流出
防備保安林

大島町 1～11,20,21,29～32,36～39,42,
55～61,64,65,70,71,76,77,79～
84,91
各林班の一部又は全部

459

利島村 6
林班の一部

7

新島村 1,9,14,16～18,20,21,25,32
各林班の一部又は全部

99

神津島村 1,7,12～14,17,27～30
各林班の一部又は全部

248

三宅村 8,25,28,31,36,40～43,56,68～73
各林班の一部又は全部

932

御蔵島村 1～5
各林班の一部又は全部

125

八丈町 1,3,25～29,32～34,38～
40,43,44,46,
55～57,59～61,67
各林班の一部又は全部

545

青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 2,415
土砂崩壊
防備保安林

大島町 20,31
各林班の一部又は全部

1

利島村 － －
新島村 10,16,29,30,34

各林班の一部又は全部
39

神津島村 5,27,29,30,35
各林班の一部又は全部

15

三宅村 40,63
各林班の一部又は全部

15

御蔵島村 － －
八丈町 5,8,15,47

各林班の一部又は全部
18

青ヶ島村 2～5
各林班の一部又は全部

23

小笠原村 － －
計 111

飛砂防備
保安林

大島町 79
林班の一部

15

利島村 － －
新島村 9,31

各林班の一部又は全部
3

神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 18

単位　面積：㌶

種類
森林の所在

面積 施業方法 備考

別表２－２に
よる

別表２－３に
よる

別表２－１に
よる
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防風保安林 大島町 3,18,19,66,71
各林班の一部又は全部

34 別表２－４に
よる

利島村 － －
新島村 5,9～11,14

各林班の一部又は全部
24

神津島村 35
各林班の一部又は全部

2

三宅村 4,6,7,37
各林班の一部又は全部

24

御蔵島村 － －
八丈町 22,63

各林班の一部又は全部
4

青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 88
大島町 － －
利島村 － －
新島村 8,31

各林班の一部又は全部
8

神津島村 35
林班の一部

3

三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 5,24

各林班の一部又は全部
4

青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 15
干害防備
保安林

大島町 2,30,84,85,88～90
各林班の一部又は全部

15

利島村 － －
新島村 － －
神津島村 3,6,7

各林班の一部又は全部
46

三宅村 40
林班の一部

7

御蔵島村 2
林班の一部

5

八丈町 43
林班の一部

2

青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 75
大島町 － －
利島村 － －
新島村 12,30,31

各林班の一部又は全部
31

神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 31
防火保安林 大島町 76,79

各林班の一部又は全部
3 別表２－８に
よる

利島村 － －
新島村 － －
神津島村 － －

別表２－７に
よる

別表２－６に
よる

別表２－５に
よる

潮害防備
保安林

落石防止
保安林

 

－ 44 － － 45 －



 

44 
 

第７　その他必要な事項
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単位　面積：㌶

種類
森林の所在

面積 施業方法 備考

別表２－２に
よる

別表２－３に
よる

別表２－１に
よる
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防風保安林 大島町 3,18,19,66,71
各林班の一部又は全部

34 別表２－４に
よる

利島村 － －
新島村 5,9～11,14

各林班の一部又は全部
24

神津島村 35
各林班の一部又は全部

2

三宅村 4,6,7,37
各林班の一部又は全部

24

御蔵島村 － －
八丈町 22,63

各林班の一部又は全部
4

青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 88
大島町 － －
利島村 － －
新島村 8,31

各林班の一部又は全部
8

神津島村 35
林班の一部

3

三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 5,24

各林班の一部又は全部
4

青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 15
干害防備
保安林

大島町 2,30,84,85,88～90
各林班の一部又は全部

15

利島村 － －
新島村 － －
神津島村 3,6,7

各林班の一部又は全部
46

三宅村 40
林班の一部

7

御蔵島村 2
林班の一部

5

八丈町 43
林班の一部

2

青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 75
大島町 － －
利島村 － －
新島村 12,30,31

各林班の一部又は全部
31

神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 31
防火保安林 大島町 76,79

各林班の一部又は全部
3 別表２－８に
よる

利島村 － －
新島村 － －
神津島村 － －

別表２－７に
よる

別表２－６に
よる

別表２－５に
よる

潮害防備
保安林

落石防止
保安林

 

－ 44 － － 45 －
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三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 3
大島町 － －
利島村 － －
新島村 17～20,30,31

各林班の一部又は全部
21

神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 21
大島町 2～7,10～15,17,18,22,57,58,

69～72,92
各林班の一部又は全部

88

利島村 － －
新島村 12,16～18,25,28

各林班の一部又は全部
12

神津島村 2,6～9,13,29～31,34,35
各林班の一部又は全部

26

三宅村 4,7～10,13,21,25～34
53,55,58,59,63,70
各林班の一部又は全部

152

御蔵島村 16,18
各林班の一部又は全部

5

八丈町 3,4,20,25,26,29,30,42,44,45,53,5
4,58,59,61
各林班の一部または全部

51

青ヶ島村 － －
小笠原村 16

林班の一部
8

計 342
急傾斜地崩
壊危険区域

大島町 20,22,30,71
各林班の一部

5

利島村 － －
新島村 12,29

各林班の一部
2

神津島村 25,27,28,35
各林班の一部

18

三宅村 57,60,62
各林班の一部

3

御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 28

魚つき
保安林

別表２－１１
による

別表２－９に
よる

砂防指定地 別表２－１０
による
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国立公園
特別保護

大島町 26,93
各林班の一部又は全部

121

地区 利島村 2,4,7,8
各林班の一部又は全部

30

新島村 1,2,5,7,27,29
各林班の一部又は全部

30

神津島村 7,10～14,19～21
各林班の一部又は全部

183

三宅村 40,47,70～72
各林班の一部又は全部

160

御蔵島村 1,2,5,7～17
林班の一部

595

八丈町 17
林班の一部

22

青ヶ島村 － －
小笠原村 1～3,6～8,15

各林班の一部又は全部
24

計 1,165
大島町 1,37,41,43,46,62,73,74,77,84,85,

89～93
各林班の一部又は全部

155

利島村 2,3,6
各林班の一部又は全部

27

新島村 15,19～21
各林班の一部又は全部

102

神津島村 2,3,7～10,13,16,17
各林班の一部又は全部

238

三宅村 6,37,57,65～70
各林班の一部又は全部

163

御蔵島村 1～3,5,6,9～16
各林班の一部又は全部

190

八丈町 11,12,17,23,28,29,31,32,35～
37,41,47,49～52,55,69
各林班の一部または全部

309

青ヶ島村 － －
小笠原村 1～9,12,13,15,17,19

各林班の一部又は全部
98

計 1,282
大島町 1～3,10～12,16,18,19,26,29,31～

66,70,71,76,78,79～83,86,
87,90～92
各林班の一部又は全部

1,574 別表２－１４
による

利島村 1～8
各林班の一部又は全部

216

新島村 1,2,5,7,8,14,17,18,20～24,29～
31,33～36
各林班の一部又は全部

606

神津島村 4～6,13～18,22,28,30,32,33,34
各林班の一部又は全部

111

三宅村 6～8,11,12,14,16,18,20,26,27
30,33,36～43,45～49,51,52,54
57,58,60,62,64～72,74
各林班の一部又は全部

1,316

御蔵島村 1～6,12,16
各林班の一部又は全部

662

八丈町 1,3,4,9～16,18～38,40,46,47,52～
55,58,63,64
各林班の一部または全部

499

自然公園法の
許可又は届出
を要する。

国立公園
第２種
特別地域

国立公園
第１種
特別地域

別表２－１３
による

自然公園法
(昭和32年法
律第161号)の
許可又は届出
を要する。

別表２－１２
による

－ 46 － － 47 －
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三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 3
大島町 － －
利島村 － －
新島村 17～20,30,31

各林班の一部又は全部
21

神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 21
大島町 2～7,10～15,17,18,22,57,58,

69～72,92
各林班の一部又は全部

88

利島村 － －
新島村 12,16～18,25,28

各林班の一部又は全部
12

神津島村 2,6～9,13,29～31,34,35
各林班の一部又は全部

26

三宅村 4,7～10,13,21,25～34
53,55,58,59,63,70
各林班の一部又は全部

152

御蔵島村 16,18
各林班の一部又は全部

5

八丈町 3,4,20,25,26,29,30,42,44,45,53,5
4,58,59,61
各林班の一部または全部

51

青ヶ島村 － －
小笠原村 16

林班の一部
8

計 342
急傾斜地崩
壊危険区域

大島町 20,22,30,71
各林班の一部

5

利島村 － －
新島村 12,29

各林班の一部
2

神津島村 25,27,28,35
各林班の一部

18

三宅村 57,60,62
各林班の一部

3

御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 28

魚つき
保安林

別表２－１１
による

別表２－９に
よる

砂防指定地 別表２－１０
による
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特別保護
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22
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計 1,165
大島町 1,37,41,43,46,62,73,74,77,84,85,
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各林班の一部又は全部

163

御蔵島村 1～3,5,6,9～16
各林班の一部又は全部

190

八丈町 11,12,17,23,28,29,31,32,35～
37,41,47,49～52,55,69
各林班の一部または全部

309

青ヶ島村 － －
小笠原村 1～9,12,13,15,17,19

各林班の一部又は全部
98

計 1,282
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66,70,71,76,78,79～83,86,
87,90～92
各林班の一部又は全部

1,574 別表２－１４
による

利島村 1～8
各林班の一部又は全部

216

新島村 1,2,5,7,8,14,17,18,20～24,29～
31,33～36
各林班の一部又は全部

606

神津島村 4～6,13～18,22,28,30,32,33,34
各林班の一部又は全部

111

三宅村 6～8,11,12,14,16,18,20,26,27
30,33,36～43,45～49,51,52,54
57,58,60,62,64～72,74
各林班の一部又は全部

1,316

御蔵島村 1～6,12,16
各林班の一部又は全部

662

八丈町 1,3,4,9～16,18～38,40,46,47,52～
55,58,63,64
各林班の一部または全部

499

自然公園法の
許可又は届出
を要する。

国立公園
第２種
特別地域

国立公園
第１種
特別地域

別表２－１３
による

自然公園法
(昭和32年法
律第161号)の
許可又は届出
を要する。

別表２－１２
による

－ 46 － － 47 －
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青ヶ島村 － －
小笠原村 1～18

各林班の一部又は全部
448

計 5,432
国立公園
第３種
特別地域

大島町 1～17,20～25,27～
39,50,52,55,56,58～65,67～69,72
～78,81,83～93
各林班の一部又は全部

2,773 自然公園法の
許可又は届出
を要する。

利島村 2,3,5,6 1
新島村 1～16,19,21,24～29,33～36

各林班の一部又は全部
902

神津島村 1～6,8～12,14,15,17～31,35
各林班の一部又は全部

836

三宅村 1～7,9～33,35～37,40,42～
44,46,47,50～53,55～64,68～75
各林班の一部又は全部

2,218

御蔵島村 1～16
各林班の一部又は全部

1,559

八丈町 1～23,25～27,29～71
各林班の一部または全部

3,196

青ヶ島村 － －
小笠原村 1,2,4,19

各林班の一部又は全部
34

計 11,519
大島町 － －
利島村 － －
新島村 － －
神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 8

林班の一部
252

八丈町 68～71 197
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 449
大島町 34

林班の一部
1

利島村 － －
新島村 － －
神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 1

　２　その他必要な事項

　　　特になし

全般的に風致
の維持を考慮
して施業を実
施し特に施業
の制限は受け
ない

史跡名勝
天然記念物
に係る
指定地

原則として禁
伐。

文化財保護法
(昭和25年法
律第214号)に
よる許可を要
する。

鳥獣特別
保護地区

単木択伐

択伐率は現在
立木本数の２
０％以内とす
る。

鳥獣保護及び
管理並びに狩
猟の適正化に
関する法律
(平成14年法
律第88号)に
よる許可を要
する。
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別表１ 天然更新に関する実施基準 

 

１ 目的 この実施基準は、森林計画区内の民有林について主として天然力を活

用した更新を行う際の必要事項を定めるものであり、伐採跡地の適確な

更新を確保し、森林の有する公益的機能の維持を図ることを目的とする。

２ 用語の定義 ① 「更新」とは、伐採跡地（伐採により生じた無立木地）において、

造林により更新樹種を育成し、再び立木地とすることをいう。 

② 「更新樹種」とは、植栽木、天然下種等により発生する稚樹及びぼ

う芽のうち将来の森林の林冠を構成する樹種をいう。 

③ 「天然更新」とは、天然下種、ぼう芽など、主として天然力を活用

して行う更新であり、必要に応じて天然更新補助作業が行われる。 

④ 「天然更新補助作業」とは、更新樹種が生育できる空間や光、土壌

環境等を確保するための作業であり、地表処理、刈出し等の作業のほ

か、天然更新の不十分な箇所に行う補助的な植込み等を含む造林の作

業種である。 

⑤ 「更新の完了」とは、伐採跡地において更新樹種が十分に発生・成

長し、目標とする森林（高木性のものに限る。）が成立すると見込まれ

る状態とする。 

３ 天然更新すべき立

木の本数 

① 当該計画区における５年生の広葉樹の期待成立本数を、おおむね１

０，０００本／ha とする。 

② 天然更新をすべき期間における更新樹種の成立本数が、期待成立本

数に１０分の３を乗じた本数（ただし、更新樹種の確実な成立のため

に周辺の植生の草丈（更新樹種の生存、生長を阻害する競合植物（サ

サ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等）の高さ）に一定程度の

余裕高を加えた樹高以上のものに限る。）に満たない場合には、速やか

な更新を図る観点から、天然更新補助作業又は植栽により更新を行う

ものとする。 

③ 引き続き天然力を活用して更新を行う場合は、更新樹種の期待成立

本数に１０分の３を乗じた本数（ただし、更新樹種の確実な成立のた

めに周辺の植生の草丈（更新樹種の生存、生長を阻害する競合植物（サ

サ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等）の高さ）に一定程度の

余裕高を加えた樹高以上のものに限る。）以上の更新樹種を天然更新補

助作業により成立させるものとする。 

④ 更新の方法を変更して人工造林により更新を行う場合は、「人工造林

の標準的な方法」において樹種毎に定められた標準的な本数の植栽を

行うものとする。 

－ 48 － － 49 －
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青ヶ島村 － －
小笠原村 1～18

各林班の一部又は全部
448

計 5,432
国立公園
第３種
特別地域

大島町 1～17,20～25,27～
39,50,52,55,56,58～65,67～69,72
～78,81,83～93
各林班の一部又は全部

2,773 自然公園法の
許可又は届出
を要する。

利島村 2,3,5,6 1
新島村 1～16,19,21,24～29,33～36

各林班の一部又は全部
902

神津島村 1～6,8～12,14,15,17～31,35
各林班の一部又は全部

836

三宅村 1～7,9～33,35～37,40,42～
44,46,47,50～53,55～64,68～75
各林班の一部又は全部

2,218

御蔵島村 1～16
各林班の一部又は全部

1,559

八丈町 1～23,25～27,29～71
各林班の一部または全部

3,196

青ヶ島村 － －
小笠原村 1,2,4,19

各林班の一部又は全部
34

計 11,519
大島町 － －
利島村 － －
新島村 － －
神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 8

林班の一部
252

八丈町 68～71 197
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 449
大島町 34

林班の一部
1

利島村 － －
新島村 － －
神津島村 － －
三宅村 － －
御蔵島村 － －
八丈町 － －
青ヶ島村 － －
小笠原村 － －

計 1

　２　その他必要な事項

　　　特になし

全般的に風致
の維持を考慮
して施業を実
施し特に施業
の制限は受け
ない

史跡名勝
天然記念物
に係る
指定地

原則として禁
伐。

文化財保護法
(昭和25年法
律第214号)に
よる許可を要
する。

鳥獣特別
保護地区

単木択伐

択伐率は現在
立木本数の２
０％以内とす
る。

鳥獣保護及び
管理並びに狩
猟の適正化に
関する法律
(平成14年法
律第88号)に
よる許可を要
する。
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別表１ 天然更新に関する実施基準 

 

１ 目的 この実施基準は、森林計画区内の民有林について主として天然力を活

用した更新を行う際の必要事項を定めるものであり、伐採跡地の適確な

更新を確保し、森林の有する公益的機能の維持を図ることを目的とする。

２ 用語の定義 ① 「更新」とは、伐採跡地（伐採により生じた無立木地）において、

造林により更新樹種を育成し、再び立木地とすることをいう。 

② 「更新樹種」とは、植栽木、天然下種等により発生する稚樹及びぼ

う芽のうち将来の森林の林冠を構成する樹種をいう。 

③ 「天然更新」とは、天然下種、ぼう芽など、主として天然力を活用

して行う更新であり、必要に応じて天然更新補助作業が行われる。 

④ 「天然更新補助作業」とは、更新樹種が生育できる空間や光、土壌

環境等を確保するための作業であり、地表処理、刈出し等の作業のほ

か、天然更新の不十分な箇所に行う補助的な植込み等を含む造林の作

業種である。 

⑤ 「更新の完了」とは、伐採跡地において更新樹種が十分に発生・成

長し、目標とする森林（高木性のものに限る。）が成立すると見込まれ

る状態とする。 

３ 天然更新すべき立

木の本数 

① 当該計画区における５年生の広葉樹の期待成立本数を、おおむね１

０，０００本／ha とする。 

② 天然更新をすべき期間における更新樹種の成立本数が、期待成立本

数に１０分の３を乗じた本数（ただし、更新樹種の確実な成立のため

に周辺の植生の草丈（更新樹種の生存、生長を阻害する競合植物（サ

サ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等）の高さ）に一定程度の

余裕高を加えた樹高以上のものに限る。）に満たない場合には、速やか

な更新を図る観点から、天然更新補助作業又は植栽により更新を行う

ものとする。 

③ 引き続き天然力を活用して更新を行う場合は、更新樹種の期待成立

本数に１０分の３を乗じた本数（ただし、更新樹種の確実な成立のた

めに周辺の植生の草丈（更新樹種の生存、生長を阻害する競合植物（サ

サ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等）の高さ）に一定程度の

余裕高を加えた樹高以上のものに限る。）以上の更新樹種を天然更新補

助作業により成立させるものとする。 

④ 更新の方法を変更して人工造林により更新を行う場合は、「人工造林

の標準的な方法」において樹種毎に定められた標準的な本数の植栽を

行うものとする。 

－ 48 － － 49 －
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⑤ 天然更新すべき立木の本数は、森林の公益的機能の確保のために満

たすべき最低本数を定めるものであり、この本数をもって更新の完了

では無いことに留意すること。 

４ 天然更新完了の樹

高 

更新完了の判断に用いる樹高は、周辺の草丈（更新樹種の生存、成長

を阻害するササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等の競合植物）

に下表で示す余裕高を加えた高さにより完了を判断するものとする。 

草丈 余裕高 稚樹高 

１０㎝ ４０㎝ ５０㎝ 

５０㎝ １００㎝ １５０㎝ 
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別表２ 法令により施業について制限を受けている森林の施業方法 

 

１ 土砂流出防備保安林 
伐採方法 その他 備考 

１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

保安施設事業の施行地で地盤が安定

していないものその他伐採すれば著

しく土砂が流出する恐れがあると認

められる森林にあっては、伐採を禁

止する。 

   また、地盤が比較的安定している

森林にあっては、伐採種の指定をし

ない。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。 

 

２ 間伐 

伐採することができる箇所は、樹冠疎

密度が１０分の８以上の箇所とする。 

 

３ 伐採限度 

 ⑴ 皆伐 

  ア 伐採年度ごとに皆伐することが

できる面積の限度は、同一の単位

とされている土砂の流出の防備の

ために指定された保安林のうちそ

の立木の伐採につき択伐が指定さ

れている森林及び主伐に係る伐採

の禁止を受けている森林以外の森

林の面積を当該保安林の指定に係

る樹種又は更新期待樹種の標準伐

期齢に相当する数で除して得た数

に相当する面積（以下「総年伐面

積」という。）に前伐採年度におけ

る伐採につき森林法第３４条第１

項の許可した面積が当該伐採年度

の総年伐面積に達していない場合

１ 植栽 

 ⑴ 人工林の伐採箇所、人工更新可能

な箇所及び指定施業要件で植栽が指

定されている箇所は、植栽による。 

 ⑵ 満一年以上の苗を、おおむね１ﾍｸﾀ

ｰﾙ当たり次に定める植栽本数以上の

割合で均等に分布するように植栽す

るものとする。 

  ア 保安林内の森林において植栽す

る樹種ごとに、次の算式により算

出された本数とする。ただし、そ

の算出された本数が 3,000 本を超

えるときは、3,000 本とする。 

    ３，０００×〔５／Ｖ〕⅔ 

    Ｖは、当該森林において、植栽

する樹種ごとに、同一の樹種の単

層林が標準伐期齢に達しているも

のとして算出される１ﾍｸﾀｰﾙ当た

りの当該単層林の立木の材積を標

準伐期齢で除して得た数値。 

  イ 択伐による伐採をすることがで

きる森林については、アにかかわ

らず、アにより算出された植栽本

数に、当該年度の初日における当

該森林の立木の材積から当該択伐

を終えたときの当該森林の立木の

材積を減じて得た材積を当該伐採

年度の初日における当該森林の立

木の材積で得られる率を乗じて算

出される植栽本数以上の割合で均

等に分布するように植栽するもの

とする。 

 ⑶ 伐採が終了した日を含む伐採年度

の翌年度の初日から起算して２年以

内に植栽するものとする。 

 ⑷ 植栽樹種は、スギ、ヒノキ、クロ

 伐採年度ごとに皆伐

することができる面積

の限度の合計は、毎年２

月１日、６月１日、９月

１日、１２月 1 日に公表

する。 

－ 50 － － 51 －
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⑤ 天然更新すべき立木の本数は、森林の公益的機能の確保のために満

たすべき最低本数を定めるものであり、この本数をもって更新の完了

では無いことに留意すること。 

４ 天然更新完了の樹

高 

更新完了の判断に用いる樹高は、周辺の草丈（更新樹種の生存、成長

を阻害するササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等の競合植物）

に下表で示す余裕高を加えた高さにより完了を判断するものとする。 

草丈 余裕高 稚樹高 

１０㎝ ４０㎝ ５０㎝ 

５０㎝ １００㎝ １５０㎝ 
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別表２ 法令により施業について制限を受けている森林の施業方法 

 

１ 土砂流出防備保安林 
伐採方法 その他 備考 

１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

保安施設事業の施行地で地盤が安定

していないものその他伐採すれば著

しく土砂が流出する恐れがあると認

められる森林にあっては、伐採を禁

止する。 

   また、地盤が比較的安定している

森林にあっては、伐採種の指定をし

ない。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。 

 

２ 間伐 

伐採することができる箇所は、樹冠疎

密度が１０分の８以上の箇所とする。 

 

３ 伐採限度 

 ⑴ 皆伐 

  ア 伐採年度ごとに皆伐することが

できる面積の限度は、同一の単位

とされている土砂の流出の防備の

ために指定された保安林のうちそ

の立木の伐採につき択伐が指定さ

れている森林及び主伐に係る伐採

の禁止を受けている森林以外の森

林の面積を当該保安林の指定に係

る樹種又は更新期待樹種の標準伐

期齢に相当する数で除して得た数

に相当する面積（以下「総年伐面

積」という。）に前伐採年度におけ

る伐採につき森林法第３４条第１

項の許可した面積が当該伐採年度

の総年伐面積に達していない場合

１ 植栽 

 ⑴ 人工林の伐採箇所、人工更新可能

な箇所及び指定施業要件で植栽が指

定されている箇所は、植栽による。 

 ⑵ 満一年以上の苗を、おおむね１ﾍｸﾀ

ｰﾙ当たり次に定める植栽本数以上の

割合で均等に分布するように植栽す

るものとする。 

  ア 保安林内の森林において植栽す

る樹種ごとに、次の算式により算

出された本数とする。ただし、そ

の算出された本数が 3,000 本を超

えるときは、3,000 本とする。 

    ３，０００×〔５／Ｖ〕⅔ 

    Ｖは、当該森林において、植栽

する樹種ごとに、同一の樹種の単

層林が標準伐期齢に達しているも

のとして算出される１ﾍｸﾀｰﾙ当た

りの当該単層林の立木の材積を標

準伐期齢で除して得た数値。 

  イ 択伐による伐採をすることがで

きる森林については、アにかかわ

らず、アにより算出された植栽本

数に、当該年度の初日における当

該森林の立木の材積から当該択伐

を終えたときの当該森林の立木の

材積を減じて得た材積を当該伐採

年度の初日における当該森林の立

木の材積で得られる率を乗じて算

出される植栽本数以上の割合で均

等に分布するように植栽するもの

とする。 

 ⑶ 伐採が終了した日を含む伐採年度

の翌年度の初日から起算して２年以

内に植栽するものとする。 

 ⑷ 植栽樹種は、スギ、ヒノキ、クロ

 伐採年度ごとに皆伐

することができる面積

の限度の合計は、毎年２

月１日、６月１日、９月

１日、１２月 1 日に公表

する。 

－ 50 － － 51 －



 

52 
 

にはその達するまでの部分の面積

を加えて得た面積とする。 

  イ 伐採年度ごとに伐採をすること

ができる１箇所当たりの面積の限

度は、１０ヘクタールとする。 

 ⑵ 択伐 

   伐採年度ごとに択伐により伐採す

ることができる立木の材積は、当該

伐採年度の初日におけるその森林の

立木の材積に択伐率を乗じた材積と

する。 

 ⑶ 間伐 

   伐採年度ごとに伐採することがで

きる立木の材積の限度は、原則とし

て当該伐採年度の初日における森林

の立木の材積の１０分の３.５を超え

ず、かつ、その伐採によりその森林

の樹冠疎密度が１０分の８を下回っ

たとしても、当該伐採年度の翌伐採

年度の初日から起算しておおむね５

年後においてその森林の当該樹冠疎

密度が１０分の８までに回復するこ

とが確実であると認められる範囲内

の材積とする。 

 

マツその他現地に適合する針葉樹又

は広葉樹とし、立地条件や保安機能

を配慮して選定すること。 

 

２ その他 

  立木を伐採し、立木を損傷し、家畜

を放牧し、下草、落葉、若しくは落枝

を採取し、又は、土石若しくは樹根の

採掘、開墾その他の土地の形質の変更

する行為は、森林法の規定による知事

の許可を要する。 

  
 
 
２ 土砂崩壊防備保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

保安施設事業の施行地で地盤が安定

していないものその他伐採すれば著

しく土砂が崩壊する恐れがあると認

められる森林にあっては、伐採を禁

止する。 

 ⑵ 別表２－１に同じ 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を

放牧し、下草、落葉、若しくは落枝を採

取し、又は、土石若しくは樹根の採掘、

開墾その他の土地の形質を変更する行為

は、森林法の規定による知事の許可を要

する。 
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３ 伐採の限度 

 ⑴ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑵ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 
 
３ 飛砂防備保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

保安施設事業の施行地で地盤が安定

していないものその他伐採すれば著

しく土砂が流出する恐れがあると認

められる森林にあっては、伐採を禁

止する。 

   また、地盤が比較的安定している

森林にあっては、伐採種の指定をし

ない。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 皆伐 

  ア 別表２－１に同じ（この場合「土

砂の流出の防備」を「飛砂の防備」

に読み替える。） 

  イ 伐採年度ごとに伐採をすること

ができる１箇所当たりの面積の限

度は、１０ヘクタールとする。 

 ⑵ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑶ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 別表２－２に同じ   
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にはその達するまでの部分の面積

を加えて得た面積とする。 

  イ 伐採年度ごとに伐採をすること

ができる１箇所当たりの面積の限

度は、１０ヘクタールとする。 

 ⑵ 択伐 

   伐採年度ごとに択伐により伐採す

ることができる立木の材積は、当該

伐採年度の初日におけるその森林の

立木の材積に択伐率を乗じた材積と

する。 

 ⑶ 間伐 

   伐採年度ごとに伐採することがで

きる立木の材積の限度は、原則とし

て当該伐採年度の初日における森林

の立木の材積の１０分の３.５を超え

ず、かつ、その伐採によりその森林

の樹冠疎密度が１０分の８を下回っ

たとしても、当該伐採年度の翌伐採

年度の初日から起算しておおむね５

年後においてその森林の当該樹冠疎

密度が１０分の８までに回復するこ

とが確実であると認められる範囲内

の材積とする。 

 

マツその他現地に適合する針葉樹又

は広葉樹とし、立地条件や保安機能

を配慮して選定すること。 

 

２ その他 

  立木を伐採し、立木を損傷し、家畜

を放牧し、下草、落葉、若しくは落枝

を採取し、又は、土石若しくは樹根の

採掘、開墾その他の土地の形質の変更

する行為は、森林法の規定による知事

の許可を要する。 

  
 
 
２ 土砂崩壊防備保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

保安施設事業の施行地で地盤が安定

していないものその他伐採すれば著

しく土砂が崩壊する恐れがあると認

められる森林にあっては、伐採を禁

止する。 

 ⑵ 別表２－１に同じ 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を

放牧し、下草、落葉、若しくは落枝を採

取し、又は、土石若しくは樹根の採掘、

開墾その他の土地の形質を変更する行為

は、森林法の規定による知事の許可を要

する。 
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３ 伐採の限度 

 ⑴ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑵ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 
 
３ 飛砂防備保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

保安施設事業の施行地で地盤が安定

していないものその他伐採すれば著

しく土砂が流出する恐れがあると認

められる森林にあっては、伐採を禁

止する。 

   また、地盤が比較的安定している

森林にあっては、伐採種の指定をし

ない。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 皆伐 

  ア 別表２－１に同じ（この場合「土

砂の流出の防備」を「飛砂の防備」

に読み替える。） 

  イ 伐採年度ごとに伐採をすること

ができる１箇所当たりの面積の限

度は、１０ヘクタールとする。 

 ⑵ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑶ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 別表２－２に同じ   
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４ 防風保安林 
伐採方法 その他 備考 

１ 主伐 

 ⑴ 原則として、伐採種の指定をしな

い。ただし、林帯の幅が狭小な森林

（その幅がおおむね２０メートル未

満のものをいうものとする。）その他

林況が粗悪な森林及び伐採すればそ

の伐採跡地における成林が困難にな

る恐れがあると認められる森林にあ

っては、択伐による。 

   また、その程度が特に著しいと認

められるもの（林帯については、そ

の幅が１０メートル未満のものをい

うものとする。）にあっては、伐採を

禁止する。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 皆伐 

   当該保安林のうちの立木の全部又

は相当部分がおおむね標準伐期齢以

上である部分が幅２０メートル以上

にわたり帯状に残存することとなる

ようにするものとする。 

⑵ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑶ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 別表２－１に同じ  別表２－１に同じ 

  
 
 
５ 潮害防備保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

 別表２－２に同じ   
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林況が粗悪な森林及び伐採すればそ

の伐採跡地における成林が著しく困

難になる恐れがあると認められる森

林にあっては、伐採を禁止する。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑵ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 
 
６ 干害防備保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として、伐採種の指定をしな

い。ただし、林況が粗悪な森林並び

に伐採の方法を制限しなければ、急

傾斜地等の森林で土砂が流出する恐

れがあると認められるもの及び用水

源の保全又はその伐採跡地における

成林が困難になる恐れがあると認め

られる森林にあっては、択伐による。

   また、その程度が特に著しいと認

められるものにあっては、伐採を禁

止する。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 皆伐 

  ア 別表２－１に同じ（この場合「土

 別表２－１に同じ  別表２－１に同じ 
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４ 防風保安林 
伐採方法 その他 備考 

１ 主伐 

 ⑴ 原則として、伐採種の指定をしな

い。ただし、林帯の幅が狭小な森林

（その幅がおおむね２０メートル未

満のものをいうものとする。）その他

林況が粗悪な森林及び伐採すればそ

の伐採跡地における成林が困難にな

る恐れがあると認められる森林にあ

っては、択伐による。 

   また、その程度が特に著しいと認

められるもの（林帯については、そ

の幅が１０メートル未満のものをい

うものとする。）にあっては、伐採を

禁止する。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 皆伐 

   当該保安林のうちの立木の全部又

は相当部分がおおむね標準伐期齢以

上である部分が幅２０メートル以上

にわたり帯状に残存することとなる

ようにするものとする。 

⑵ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑶ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 別表２－１に同じ  別表２－１に同じ 

  
 
 
５ 潮害防備保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

 別表２－２に同じ   
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林況が粗悪な森林及び伐採すればそ

の伐採跡地における成林が著しく困

難になる恐れがあると認められる森

林にあっては、伐採を禁止する。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑵ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 
 
６ 干害防備保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として、伐採種の指定をしな

い。ただし、林況が粗悪な森林並び

に伐採の方法を制限しなければ、急

傾斜地等の森林で土砂が流出する恐

れがあると認められるもの及び用水

源の保全又はその伐採跡地における

成林が困難になる恐れがあると認め

られる森林にあっては、択伐による。

   また、その程度が特に著しいと認

められるものにあっては、伐採を禁

止する。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 皆伐 

  ア 別表２－１に同じ（この場合「土

 別表２－１に同じ  別表２－１に同じ 
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砂の流出の防備」を「干害の防備」

に読み替える。） 

  イ 伐採年度ごとに伐採をすること

ができる１箇所当たりの面積の限

度は、１０ヘクタールとする。 

 ⑵ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑶ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 
 
７ 落石防止保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として禁伐とする。ただし、

緩傾斜地の森林その他落石による被

害を生ずる恐れが比較的少ないと認

められる森林にあっては、択伐によ

る。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑵ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 別表２－２に同じ   

  
 
 
８ 防火保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として禁伐とする。 
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９ 魚つき保安林 
伐採方法 その他 備考 

１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

伐採すればその伐採跡地における成

林が著しく困難になる恐れがあると

認められる森林にあっては、伐採を

禁止する。 

   また、魚つきの目的に係る海岸、

湖沼等に面しない森林にあっては、

伐採種の指定をしない。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 皆伐 

  ア 別表２－１に同じ（この場合「土

砂の流出の防備」を「魚つき」に

読み替える。） 

  イ 伐採年度ごとに伐採をすること

ができる１箇所当たりの面積の限

度は、１０ヘクタールとする。 

 ⑵ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑶ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 別表２－１に同じ  別表２－１に同じ 

  
 
 
１０ 砂防指定地 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 竹木の伐採に当たっては、地形、

地質、河川の洪水量等を勘案の上森

林の治水機能を極力保持するよう考

慮すること。 

 ⑵ 河川付属物、河川工作物又は砂防

１ その他 

 草本根等の採取、土石の採取等にも条

例による都知事の許可を要する。 

 東京都砂防指定地等

管理条例第４条に基づ

く許可を要する。 
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砂の流出の防備」を「干害の防備」

に読み替える。） 

  イ 伐採年度ごとに伐採をすること

ができる１箇所当たりの面積の限

度は、１０ヘクタールとする。 

 ⑵ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑶ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 
 
７ 落石防止保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として禁伐とする。ただし、

緩傾斜地の森林その他落石による被

害を生ずる恐れが比較的少ないと認

められる森林にあっては、択伐によ

る。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑵ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 別表２－２に同じ   

  
 
 
８ 防火保安林 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として禁伐とする。 
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９ 魚つき保安林 
伐採方法 その他 備考 

１ 主伐 

 ⑴ 原則として、択伐による。ただし、

伐採すればその伐採跡地における成

林が著しく困難になる恐れがあると

認められる森林にあっては、伐採を

禁止する。 

   また、魚つきの目的に係る海岸、

湖沼等に面しない森林にあっては、

伐採種の指定をしない。 

 ⑵ 伐採することができる立木は、標

準伐期齢以上のものとする。 

 

２ 間伐 

  別表２－１に同じ 

 

３ 伐採の限度 

 ⑴ 皆伐 

  ア 別表２－１に同じ（この場合「土

砂の流出の防備」を「魚つき」に

読み替える。） 

  イ 伐採年度ごとに伐採をすること

ができる１箇所当たりの面積の限

度は、１０ヘクタールとする。 

 ⑵ 択伐 

   別表２－１に同じ 

 ⑶ 間伐 

   別表２－１に同じ 

 

 別表２－１に同じ  別表２－１に同じ 

  
 
 
１０ 砂防指定地 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 竹木の伐採に当たっては、地形、

地質、河川の洪水量等を勘案の上森

林の治水機能を極力保持するよう考

慮すること。 

 ⑵ 河川付属物、河川工作物又は砂防

１ その他 

 草本根等の採取、土石の採取等にも条

例による都知事の許可を要する。 

 東京都砂防指定地等

管理条例第４条に基づ

く許可を要する。 

－ 56 － － 57 －
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施設の保全上悪影響ありと認められ

る地域の竹木の伐採は極力制限する

こと。 

 ⑶ 沿川の崩壊地又は崩壊の恐れのあ

る傾斜地における竹木の伐採に際し

ては、その方法を十分検討すること。

 ⑷ 皆伐は、原則として禁止する（広

範囲の場合）。 

 ⑸ 伐木の搬出方法として「土の上を

ひきずる行為」は、禁止する。 

 ⑹ 国庫補助による山腹植栽地の伐採

は、極力行わないこと。 

 

 
 
１１ 急傾斜地崩壊危険区域 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

  立木竹の伐採を行う場合は、許可を

要する。 

 

２ 間伐 

  主伐に同じ 

 

１ 伐採 

  除伐又は、倒木竹若しくは枯損木竹

の伐採を行う場合は、特に許可は要し

ない。 

 

２ その他 

  木竹の滑下又は地引による搬出、土

石の採取又は集積、急傾斜地の崩壊を

助長し、又は誘発するおそれのある行

為は許可を要する。 

 急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関する

法律（昭和４４年法律第

５７号）第７条による許

可を要する。 

 
 
１２ 国立公園特別保護地区 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

  禁伐とする。ただし、学術研究その

他公益上必要と認められるもの、地域

住民の日常生活の維持のために必要と

認められるもの、病虫害の防除・防災・

風致維持その他森林の管理として行わ

れるもの又は測量のために行われるも

のはこの限りではない。 

 

１ 植栽・播種 

  禁止する。ただし、学術研究その他

公益上必要と認められるものであっ

て、当該特別保護地区以外の地域にお

いてはその目的を達成することができ

ないと認められるもの又は災害復旧の

応急処置のために行われるもの又は現

に農業のために使われている土地で客

土その他農地改良を行う場合はこの限

 自然公園法第２１条

による許可を要する。 
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りでない。 

  植栽又は播種予定地域に現存する植

物と同一種類の植物を植栽又は播種す

る。 

 

２ その他 

  落葉、落枝、下草、土石の 採取を

禁止する。 

 

 
 
１３ 国立公園第１種特別地域 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 原則として禁伐とする。ただし、

風致の維持に支障のない場合に限

り、単木択伐を行うことができる。 

 ⑵ 単木択伐法にあっては 

  ア 伐期齢は標準伐期齢に１０年を

加えた年齢以上とする。 

  イ 択伐率は、現在蓄積の１０パー

セント以内とする。 

１ 植栽 

  原則として現在樹種による天然更新

又は人工植栽とする。 

 

２ その他 

  特定の下草、土石の採取を禁止する。 

 自然公園法第２０条

による許可を要する。 

 
 
１４ 国立公園第２種特別地域 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 択伐法によるものとする。ただし、

風致の維持に支障のない場合に限

り、皆伐を行うことができる。 

 ⑵ 国立公園計画に基づく車道、歩道、

集団施設地区及び単独施設の周辺

（造林地、要改良林分、薪炭林を除

く。）は原則として単木択伐法による

ものとする。 

 ⑶ 伐期齢は、標準伐期齢に見合う林

齢以上とする。 

 ⑷ 択伐率は、用材林では、現在蓄積

の３０パーセント以下とし、薪炭林

では６０パーセント以下とする。 

１ 植栽 

  原則として現在樹種による天然更新

又は人工植栽とする。 

 

２ その他 

  特定の下草、土石の採取を禁止する。 

 自然公園法第２０条

による許可を要する。 
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１４ 国立公園第２種特別地域 

伐採方法 その他 備考 
１ 主伐 

 ⑴ 択伐法によるものとする。ただし、

風致の維持に支障のない場合に限

り、皆伐を行うことができる。 

 ⑵ 国立公園計画に基づく車道、歩道、
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（造林地、要改良林分、薪炭林を除

く。）は原則として単木択伐法による

ものとする。 

 ⑶ 伐期齢は、標準伐期齢に見合う林

齢以上とする。 

 ⑷ 択伐率は、用材林では、現在蓄積

の３０パーセント以下とし、薪炭林
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１ 植栽 
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２ その他 

  特定の下草、土石の採取を禁止する。 

 自然公園法第２０条

による許可を要する。 
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 ⑸ 特に指定した風致樹については保

育及び保護につとめること。 

 ⑹ 皆伐法にあっては 

  ア １伐区の面積は２ヘクタール以

内とする。ただし、樹冠疎密度 10

分の３より多く保存木を残す場合

又は車道、歩道、集団施設、単独

施設等の主要公園利用地点から望

見されない場合は、伐区面積を増

大することができる。 

  イ 伐区は更新後５年以上を経過し

なければ連続して設定することは

できない。この場合においても、

伐区はつとめて分散されなければ

ならない。 

  ウ 利用施設等の周辺において行わ

れるものでないこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附）参 考 資 料 
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－ 60 －



 （附）参考資料 

１ 森林計画区の概要 

⑴ 市町村別土地面積及び森林面積 

単位　面積：㌶，比率：㌫

総 数 ② 国 有 林 民 有 林
40,670 25,692 6,521 19,171 63%

大島町 9,076 4,740 － 4,740 52%
利島村 412 276 － 276 67%
新島村 2,754 1,784 － 1,784 65%
神津島村 1,858 1,428 13 1,416 77%
三宅村 5,526 4,184 152 4,031 76%
御蔵島村 2,055 1,827 － 1,827 89%
八丈町 7,224 3,962 25 3,936 55%
青ヶ島村 596 509 148 361 85%
小笠原村 10,688 6,982 6,183 799 65%

　　　２　その他の総数は、端数処理の関係で一致しない場合がある。

（注）１　区域面積は「全国都道府県市区町村別面積調」（国土地理院）による令
　　　　和３年７月現在の数値であり、総数には、いずれの町村にも属さない島等
　　　　の面積が含まれている。

区 分
区 域 面 積

①
森 林 面 積 森 林 比 率

②／①×100
総数

市

町

村

別

内

訳

 

 

⑵ 地況 

ア 気候 

年降水量 最深積雪

最高 最低 年平均 （㎜） （㎝）

大島 33.4 -1.3 16.7 3,027 － 南南西

三宅島 31.9 1.7 18.2 3,105 － 西

八丈島 32.6 1.8 18.1 3,339 － 北東

父島(小笠原) 33.0 11.3 23.5 1,296 － 南南西

　　　項目
観測地

気温（℃） 主 風 の
方 向

備考

（注）１　平成２３年～令和２年における「気象統計情報」（気象庁）による。
　　　２　年平均気温及び年間降水量は、平成２３年～令和２年の平均値である。
　　　３　主風の方向は、各観測地において平成２３年～令和２年に最大風速が最も
　　　　多く吹いた風向とした。

 

イ 地勢 

本計画区は、東京から南方へ約１２０㌖～６５０㌖の太平洋上に点在する伊豆諸

島と、約１，０００㌖～２，０００㌖に散在する小笠原諸島から構成される区域を

包括し、我が国の領海の１１．６㌫、排他的経済水域では３８㌫を占める広大な海

域を擁している。 
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イ 地勢 

本計画区は、東京から南方へ約１２０㌖～６５０㌖の太平洋上に点在する伊豆諸

島と、約１，０００㌖～２，０００㌖に散在する小笠原諸島から構成される区域を
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(ｱ) 伊豆諸島 

伊豆諸島は、大小１０８の島々からなり、伊豆七島と言われる代表的な島 （々大

島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島）は洋上に

成長した火山島である。特に、大島の三原山（１９８６年１１月噴火）、三宅島の

雄山（２０００年７月噴火）など、近年も火山活動が著しい。これらの島のうち、

新島、式根島、神津島は主として流紋岩質マグマが噴出し，溶岩ドームや白ママ

層と呼ばれる火山噴出物で形成されている。このほかの島々は、主として安山岩

や玄武岩質マグマが噴出し、荒々しい黒色海岸の様相を呈している。 

 

(ｲ) 小笠原諸島 

小笠原諸島は、聟島列島、父島列島、母島列島からなる小笠原群島と火山列島

（硫黄列島）、西之島、南鳥島（日本最東端・東経１５３°５８′）、沖ノ鳥島（日

本最南端・北緯２０°２５′）の三つの孤立島など３０余の島々からなっている。

聟島、父島、母島列島は、4800 万-3800 万年前に活動した海底火山の隆起によっ

てできたといわれ、平地が乏しく、海岸部は切り立った断崖が多い。一方，火山

列島，西之島は伊豆諸島から連なる火山列を構成する 100 万年より若い火山島で，

近年でも、西之島や海底火山の噴火や変色水が発生している。 

 

ウ 地質、土壌等 

(ｱ) 伊豆諸島 

【大島】 

東京の南方約１０５㌖に位置し、東西９㌖、南北１５㌖の長円形の島で、島の

ほぼ中央にカルデラを有する典型的な複式火山の三原山（７６４㍍）があり、そ

の東側は断崖部、西側は比較的緩匂配の平地が開けている。山腹から海岸線にか

けて多数の側火山がある。また、噴出するマグマはほとんどが玄武岩質で、度重

なる噴火による溶岩流や噴出物が随所に露出しており、カルデラ内を除き森林と

なっている。 

 

【利島】 

大島の南方２６㌖にある周囲５㌖の円錐形の小島で、海岸線は高い断崖となっ

ている海食崖が続き，島の南側では最大高さ 300m に達する。宮塚山（５０７㍍）

の北側に緩傾斜地が広がり，ここでは海食崖も低く，居住区がある。地質は玄武

岩質の溶岩が主体で、表土は伊豆諸島の中でも最も肥沃であり、島の大部分が椿

で覆われている。 

 

 

【新島】 

新島は、大島の南方約４４㌖にある東西３．２㌖南北１１．５㌖の細長い瓢箪

型の島で、北側の宮塚山（４３２㍍）や、南側の向山などいくつかの噴出中心を

持つ溶岩ドーム群がつくる火山地形である。噴出するマグマは流紋岩質が主体で、

特に、東側の羽伏浦は白ママと呼ばれる海岸線が続き、青い海と美しいコントラ

ストを成している。島の南部には、石材として利用される抗火石を産出する。 

式根島は、新島の南方約６㌖にある台地状の島である。流紋岩溶岩ドームで形

成され、出入りに富んだ海岸と白砂青松が優れた景観を形作っている。 

 

【神津島】 

大島の南方約６４㌖の海上にあり、伊豆諸島のほぼ中間に位置する主に流紋岩

質の溶岩ドーム群からなる瓢箪型の島で、その面積は約１８．７平方㌖である。

島の中央部に天上山（５７１㍍）が聳え、それから南へ高処山、秩父山がラクダ

の背状に連なり平地に乏しく、特に東側は断崖絶壁となっている。天上山に源を

発する神津沢は、伊豆諸島で最も規模が大きく西側に注ぎ、この周辺に集落が集

中している。 

 

【三宅島】 

東京から約１７５㌖の海上に位置するほぼ円形の火山島である。中央部に雄山

（８１４㍍）があったが、2000 年噴火で失われ，直径約 1.7km 深さ約 450m のカ

ルデラが形成された。山頂を中心に放射状に多数の側火山が点在している。噴出

するマグマは、玄武岩-安山岩質からなっている。海岸は、ほとんど断崖で湾入部

に乏しい。 

 

【御蔵島】 

三宅島の南方約１８㌖の海上に浮かぶ周囲１６．７㌖，円形のやや浸食が進ん

だ火山島である。御山（８５１㍍）を中心に傾斜の強い複雑な地形を呈し、海岸

部は、海食による急傾斜の断崖で取り囲まれ、その高さは４８０㍍に及ぶところ

もあり、湾入部はみられない。地質は、安山岩と溶岩流の互層からなっている。 

 

【八丈島】 

東京の南方約２８４㌖に位置するまゆ形の島である。南東部を占める三原山（東

山：７０１㍍）と北西部を占める八丈富士（西山：８５４㍍）の両山系からなる

火山島で、面積は６９．５平方㌖である。三原山火山を構成する火山岩は、カン

ラン石玄武岩から石英安山岩まで非常に変化に富んでいる。一方，八丈富士は主

に玄武岩からなる。中間地帯はなだらかな傾斜面又は平坦地となっているが、海

－ 64 － － 65 －



(ｱ) 伊豆諸島 

伊豆諸島は、大小１０８の島々からなり、伊豆七島と言われる代表的な島 （々大

島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島）は洋上に

成長した火山島である。特に、大島の三原山（１９８６年１１月噴火）、三宅島の

雄山（２０００年７月噴火）など、近年も火山活動が著しい。これらの島のうち、

新島、式根島、神津島は主として流紋岩質マグマが噴出し，溶岩ドームや白ママ

層と呼ばれる火山噴出物で形成されている。このほかの島々は、主として安山岩

や玄武岩質マグマが噴出し、荒々しい黒色海岸の様相を呈している。 

 

(ｲ) 小笠原諸島 

小笠原諸島は、聟島列島、父島列島、母島列島からなる小笠原群島と火山列島

（硫黄列島）、西之島、南鳥島（日本最東端・東経１５３°５８′）、沖ノ鳥島（日

本最南端・北緯２０°２５′）の三つの孤立島など３０余の島々からなっている。

聟島、父島、母島列島は、4800 万-3800 万年前に活動した海底火山の隆起によっ

てできたといわれ、平地が乏しく、海岸部は切り立った断崖が多い。一方，火山

列島，西之島は伊豆諸島から連なる火山列を構成する 100 万年より若い火山島で，

近年でも、西之島や海底火山の噴火や変色水が発生している。 

 

ウ 地質、土壌等 

(ｱ) 伊豆諸島 

【大島】 

東京の南方約１０５㌖に位置し、東西９㌖、南北１５㌖の長円形の島で、島の

ほぼ中央にカルデラを有する典型的な複式火山の三原山（７６４㍍）があり、そ

の東側は断崖部、西側は比較的緩匂配の平地が開けている。山腹から海岸線にか
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【利島】 

大島の南方２６㌖にある周囲５㌖の円錐形の小島で、海岸線は高い断崖となっ

ている海食崖が続き，島の南側では最大高さ 300m に達する。宮塚山（５０７㍍）

の北側に緩傾斜地が広がり，ここでは海食崖も低く，居住区がある。地質は玄武

岩質の溶岩が主体で、表土は伊豆諸島の中でも最も肥沃であり、島の大部分が椿

で覆われている。 

 

 

【新島】 

新島は、大島の南方約４４㌖にある東西３．２㌖南北１１．５㌖の細長い瓢箪

型の島で、北側の宮塚山（４３２㍍）や、南側の向山などいくつかの噴出中心を

持つ溶岩ドーム群がつくる火山地形である。噴出するマグマは流紋岩質が主体で、

特に、東側の羽伏浦は白ママと呼ばれる海岸線が続き、青い海と美しいコントラ

ストを成している。島の南部には、石材として利用される抗火石を産出する。 

式根島は、新島の南方約６㌖にある台地状の島である。流紋岩溶岩ドームで形

成され、出入りに富んだ海岸と白砂青松が優れた景観を形作っている。 

 

【神津島】 

大島の南方約６４㌖の海上にあり、伊豆諸島のほぼ中間に位置する主に流紋岩

質の溶岩ドーム群からなる瓢箪型の島で、その面積は約１８．７平方㌖である。

島の中央部に天上山（５７１㍍）が聳え、それから南へ高処山、秩父山がラクダ

の背状に連なり平地に乏しく、特に東側は断崖絶壁となっている。天上山に源を

発する神津沢は、伊豆諸島で最も規模が大きく西側に注ぎ、この周辺に集落が集

中している。 

 

【三宅島】 

東京から約１７５㌖の海上に位置するほぼ円形の火山島である。中央部に雄山

（８１４㍍）があったが、2000 年噴火で失われ，直径約 1.7km 深さ約 450m のカ

ルデラが形成された。山頂を中心に放射状に多数の側火山が点在している。噴出

するマグマは、玄武岩-安山岩質からなっている。海岸は、ほとんど断崖で湾入部

に乏しい。 

 

【御蔵島】 

三宅島の南方約１８㌖の海上に浮かぶ周囲１６．７㌖，円形のやや浸食が進ん

だ火山島である。御山（８５１㍍）を中心に傾斜の強い複雑な地形を呈し、海岸

部は、海食による急傾斜の断崖で取り囲まれ、その高さは４８０㍍に及ぶところ

もあり、湾入部はみられない。地質は、安山岩と溶岩流の互層からなっている。 

 

【八丈島】 

東京の南方約２８４㌖に位置するまゆ形の島である。南東部を占める三原山（東

山：７０１㍍）と北西部を占める八丈富士（西山：８５４㍍）の両山系からなる

火山島で、面積は６９．５平方㌖である。三原山火山を構成する火山岩は、カン

ラン石玄武岩から石英安山岩まで非常に変化に富んでいる。一方，八丈富士は主

に玄武岩からなる。中間地帯はなだらかな傾斜面又は平坦地となっているが、海

－ 64 － － 65 －



岸部は溶岩が溢出してできており、十分に風波を防ぐ湾入部はない。 

 

【青ヶ島】 

 八丈島の南方約７０㌖の海上にある面積５．２平方㌖の卵形の火山島で、玄武

岩質及び安山岩質の噴出物よりなる。直径２㌖のカルデラを形成し、高さ３００

～４００㌖の外輪山を擁し，カルデラ内には１８世紀後半の噴火で作られた丸山

火砕丘がある。海岸部は断崖絶壁で、湾入部はない。 

 

(ｲ) 小笠原諸島 

【父島】 

 東京の南方１０００㌖の海上に位置する南北８㌖、東西５㌖、面積２４平方㌖

で、小笠原諸島中最も大きい。地形は複雑で起伏に富んでいる。岩石は 4800 万

-4000 万年前に海底火山の活動で噴出した主に安山岩からなり、無人岩（むにん

がん）と呼ばれる世界的に珍しい安山岩溶岩を産出する。枕状溶岩や岩脈、集塊

岩、凝灰岩、凝灰角礫岩からなる奇岩も多い。 

また、島の南東部には、珊瑚礁の隆起による石灰岩も認められる。 

 

【母島】 

父島の南東約５０㌖の海上に位置する南北に細長い島である。その中央部には

分水嶺が縦貫し、中央に乳房山（４６３㍍）が聳(そび)えている。西南部には、

比較的緩やかな斜面が広がっているが、海岸部は総じて絶壁である。 

岩石は、約 4500 万-3700 万年前に噴出した安山岩を主として，玄武岩も伴う。

多くは海底に噴出した凝灰岩，凝灰角礫岩で構成されているが，一部は陸上の噴

出物もある。石門山、月ヶ岡神社付近は、珊瑚礁の隆起による石灰岩が認められ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 土地利用の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 産業別生産額 

単位　金額：百万円

総 数 農 業 林 業 水 産 業
6,191 2,869 69 3,253

大島町 561 363 35 163
利島村 118 70 16 32
新島村 298 104 － 194
神津島村 1,104 92 － 1,012
三宅村 571 244 統計数値なし 327
御蔵島村 43 23 3 17
八丈町 2,703 1,799 15 889
青ヶ島村 54 45 － 9
小笠原村 739 129 統計数値なし 610

統
計
数
値
な
し

市

町

村

別

内

訳

　　　３　林業については平成３１年次の数値である。

　　　４　水産業について、小笠原村は令和２年次、それ以外は令和元年次の数値で
　　　　ある。

（注）１　八丈支庁は事業概要（令和２年版）、その他支庁は管内概要（小笠原支庁
　　　　は令和３年版、その他は令和２年版）による。

区 分
第 １ 次 産 業

第２次産業 第３次産業

　　　２　農業について、小笠原村は平成３１年次、それ以外は平成３０年次の数値
　　　　である。

総数

統
計
数
値
な
し

 

 

 

 

 

 

総　数 うち宅地

40.69 19.17 1.69 19.33 1.24

大島町 9.08 4.74 0.33 4.01 0.47

利島村 0.41 0.28 0.01 0.13 0.01

新島村 2.75 1.78 0.07 0.90 0.12

神津島村 1.86 1.42 0.19 0.25 0.05

三宅村 5.53 4.03 0.09 1.40 0.15

御蔵島村 2.06 1.83 0.03 0.20 0.01

八丈町 7.22 3.94 0.84 2.45 0.35

青ヶ島村 0.60 0.36 0.06 0.18 0.01

小笠原村 10.69 0.80 0.07 9.81 0.07

単位　面積：1,000㌶

森　林
その他

（注）１　総数は、令和３年７月現在の面積であり、「全国都道府県市区町村
　　　　別面積調」（国土地理院）による。

　　　２　農地面積及びその他のうちの宅地面積は、平成２９年現在の面積であり、
　　　　「東京都統計年鑑」（東京都総務局統計部）による。

市

町

村

別

内

訳

区分 総　数

総数

農　地

－ 66 － － 67 －



岸部は溶岩が溢出してできており、十分に風波を防ぐ湾入部はない。 

 

【青ヶ島】 

 八丈島の南方約７０㌖の海上にある面積５．２平方㌖の卵形の火山島で、玄武

岩質及び安山岩質の噴出物よりなる。直径２㌖のカルデラを形成し、高さ３００

～４００㌖の外輪山を擁し，カルデラ内には１８世紀後半の噴火で作られた丸山

火砕丘がある。海岸部は断崖絶壁で、湾入部はない。 

 

(ｲ) 小笠原諸島 

【父島】 

 東京の南方１０００㌖の海上に位置する南北８㌖、東西５㌖、面積２４平方㌖

で、小笠原諸島中最も大きい。地形は複雑で起伏に富んでいる。岩石は 4800 万

-4000 万年前に海底火山の活動で噴出した主に安山岩からなり、無人岩（むにん

がん）と呼ばれる世界的に珍しい安山岩溶岩を産出する。枕状溶岩や岩脈、集塊

岩、凝灰岩、凝灰角礫岩からなる奇岩も多い。 

また、島の南東部には、珊瑚礁の隆起による石灰岩も認められる。 

 

【母島】 

父島の南東約５０㌖の海上に位置する南北に細長い島である。その中央部には

分水嶺が縦貫し、中央に乳房山（４６３㍍）が聳(そび)えている。西南部には、

比較的緩やかな斜面が広がっているが、海岸部は総じて絶壁である。 

岩石は、約 4500 万-3700 万年前に噴出した安山岩を主として，玄武岩も伴う。

多くは海底に噴出した凝灰岩，凝灰角礫岩で構成されているが，一部は陸上の噴

出物もある。石門山、月ヶ岡神社付近は、珊瑚礁の隆起による石灰岩が認められ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 土地利用の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 産業別生産額 

単位　金額：百万円

総 数 農 業 林 業 水 産 業
6,191 2,869 69 3,253

大島町 561 363 35 163
利島村 118 70 16 32
新島村 298 104 － 194
神津島村 1,104 92 － 1,012
三宅村 571 244 統計数値なし 327
御蔵島村 43 23 3 17
八丈町 2,703 1,799 15 889
青ヶ島村 54 45 － 9
小笠原村 739 129 統計数値なし 610

統
計
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値
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訳

　　　３　林業については平成３１年次の数値である。

　　　４　水産業について、小笠原村は令和２年次、それ以外は令和元年次の数値で
　　　　ある。

（注）１　八丈支庁は事業概要（令和２年版）、その他支庁は管内概要（小笠原支庁
　　　　は令和３年版、その他は令和２年版）による。

区 分
第 １ 次 産 業

第２次産業 第３次産業

　　　２　農業について、小笠原村は平成３１年次、それ以外は平成３０年次の数値
　　　　である。

総数

統
計
数
値
な
し

 

 

 

 

 

 

総　数 うち宅地

40.69 19.17 1.69 19.33 1.24

大島町 9.08 4.74 0.33 4.01 0.47

利島村 0.41 0.28 0.01 0.13 0.01

新島村 2.75 1.78 0.07 0.90 0.12

神津島村 1.86 1.42 0.19 0.25 0.05

三宅村 5.53 4.03 0.09 1.40 0.15

御蔵島村 2.06 1.83 0.03 0.20 0.01

八丈町 7.22 3.94 0.84 2.45 0.35

青ヶ島村 0.60 0.36 0.06 0.18 0.01

小笠原村 10.69 0.80 0.07 9.81 0.07

単位　面積：1,000㌶

森　林
その他

（注）１　総数は、令和３年７月現在の面積であり、「全国都道府県市区町村
　　　　別面積調」（国土地理院）による。

　　　２　農地面積及びその他のうちの宅地面積は、平成２９年現在の面積であり、
　　　　「東京都統計年鑑」（東京都総務局統計部）による。

市

町

村

別

内

訳

区分 総　数

総数

農　地

－ 66 － － 67 －



⑸ 産業別就業者数 

総数 農業 林業 水産業
5,792 398 361 5 32 471 4,923

大島町 1,674 73 60 - 13 132 1,469
利島村 92 17 17 - - 2 73
新島村 613 11 9 - 2 62 540
神津島村 449 23 20 - 3 28 398
三宅村 502 25 24 1 - 40 437
御蔵島村 82 1 - - 1 9 72
八丈町 1,714 197 191 2 4 147 1,370
青ヶ島村 48 2 2 - - 8 38
小笠原村 618 49 38 2 9 43 526

　　　２　分類不能の産業は第３次産業に含めた。

単位　人数：人

総数
第１次産業

第３次産業

（注）１　「平成２７年国勢調査　就業状態等基本集計（東京都）」（総務省統計調査部）
　　　　による。
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⑸ 産業別就業者数 

総数 農業 林業 水産業
5,792 398 361 5 32 471 4,923

大島町 1,674 73 60 - 13 132 1,469
利島村 92 17 17 - - 2 73
新島村 613 11 9 - 2 62 540
神津島村 449 23 20 - 3 28 398
三宅村 502 25 24 1 - 40 437
御蔵島村 82 1 - - 1 9 72
八丈町 1,714 197 191 2 4 147 1,370
青ヶ島村 48 2 2 - - 8 38
小笠原村 618 49 38 2 9 43 526

　　　２　分類不能の産業は第３次産業に含めた。

単位　人数：人

総数
第１次産業

第３次産業

（注）１　「平成２７年国勢調査　就業状態等基本集計（東京都）」（総務省統計調査部）
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⑵　制限林普通林別森林資源表

　　森林計画区：伊豆諸島

面 積 蓄 積 成長量 面 積 蓄 積 成長量 面 積 蓄 積 成長量

19,171 2,290 12 17,940 2,143 11 1,231 147 1

針葉 1,937 565 3 1,808 524 3 129 42 0

広葉 16,091 1,725 9 15,080 1,619 8 1,011 106 1

計 18,027 2,290 12 16,888 2,143 11 1,140 147 1

針葉 1,661 481 3 1,563 449 3 98 33 0

立 広葉 1,612 128 0 1,474 120 0 138 9 0

人 計 3,274 609 4 3,038 568 3 236 41 0

針葉 1,661 481 3 1,563 449 3 98 33 0

工 広葉 1,612 128 0 1,474 120 0 138 9 0

計 3,274 609 4 3,038 568 3 236 41 0

林 針葉 - - - - - - - - -

木 広葉 - - - - - - - - -

計 - - - - - - - - -

針葉 275 84 0 244 75 0 31 9 0

広葉 14,478 1,597 8 13,606 1,499 8 872 97 1

計 14,754 1,681 8 13,850 1,574 8 904 106 1

天 針葉 - - - - - - - - -

地 広葉 0 0 - 0 0 - - - -

然 計 0 0 - 0 0 - - - -

針葉 4 1 0 4 1 0 - - -

林 広葉 16 2 0 16 2 0 - - -

計 20 3 0 20 3 0 - - -

針葉 272 83 0 240 74 0 31 9 0

広葉 14,462 1,595 8 13,590 1,498 8 872 97 1

計 14,734 1,678 8 13,830 1,572 8 904 106 1

85 - - 77 - - 8 - -

1,058 - - 975 - - 83 - -

30 - - 29 - - 1 - -

1,028 - - 945 - - 83 - -

（注）四捨五入により総数と内訳が一致しない場合がある。

総 数

単位　面積：㌶，蓄積・成長量：千立方㍍

区 分
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層
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林

天
然
生
林

竹 林
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⑵　制限林普通林別森林資源表

　　森林計画区：伊豆諸島

面 積 蓄 積 成長量 面 積 蓄 積 成長量 面 積 蓄 積 成長量

19,171 2,290 12 17,940 2,143 11 1,231 147 1

針葉 1,937 565 3 1,808 524 3 129 42 0

広葉 16,091 1,725 9 15,080 1,619 8 1,011 106 1

計 18,027 2,290 12 16,888 2,143 11 1,140 147 1

針葉 1,661 481 3 1,563 449 3 98 33 0

立 広葉 1,612 128 0 1,474 120 0 138 9 0

人 計 3,274 609 4 3,038 568 3 236 41 0

針葉 1,661 481 3 1,563 449 3 98 33 0

工 広葉 1,612 128 0 1,474 120 0 138 9 0

計 3,274 609 4 3,038 568 3 236 41 0

林 針葉 - - - - - - - - -

木 広葉 - - - - - - - - -

計 - - - - - - - - -

針葉 275 84 0 244 75 0 31 9 0

広葉 14,478 1,597 8 13,606 1,499 8 872 97 1

計 14,754 1,681 8 13,850 1,574 8 904 106 1

天 針葉 - - - - - - - - -

地 広葉 0 0 - 0 0 - - - -

然 計 0 0 - 0 0 - - - -

針葉 4 1 0 4 1 0 - - -

林 広葉 16 2 0 16 2 0 - - -

計 20 3 0 20 3 0 - - -

針葉 272 83 0 240 74 0 31 9 0

広葉 14,462 1,595 8 13,590 1,498 8 872 97 1

計 14,734 1,678 8 13,830 1,572 8 904 106 1

85 - - 77 - - 8 - -

1,058 - - 975 - - 83 - -

30 - - 29 - - 1 - -

1,028 - - 945 - - 83 - -

（注）四捨五入により総数と内訳が一致しない場合がある。
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（
注
）
四
捨
五
入
に
よ
り
合
計
と
内
訳
が
一
致
し
な
い

場
合

が
あ

る
。

御
蔵

島
村

八
丈

町

青
ヶ

島
村

小
笠

原
村

そ の 他

土 砂 流 出 防 備

土 砂 崩 壊 防 備

神
津

島
村

三
宅

村

大
島

町

都
立

自
然

公
園

合 計

利
島

村

新
島

村

総
数

水 源 か ん 養

保 全 地 域 の 特 別 地 区

都 自 然 保 護 条 例 に よ る 自 然 環 境

鳥 獣 保 護 法 に よ る 特 別 保 護 地 区

都 市 計 画 法 に よ る 風 致 地 区

(5
) 

  
制

限
林

の
種

類
別

面
積

保
　

　
安

　
　

林

砂 防 指 定 地

自
　

然
　

公
　

園
保 全 地 域 の 特 別 地 区

自 然 環 境 保 全 法 に よ る 自 然 環 境

そ の 他

保 全 地 域

都 自 然 保 護 条 例 に よ る 歴 史 環 境

計

国
立

公
園

⑹ 樹種別材積表 

単位　材積：千立方㍍

スギ ヒノキ マツ
その他
針葉樹

針葉樹
計

広葉樹
広葉樹
計

396 9 159 0 565 1725 1725

389 9 83 0 481 128 128

8 0 76 0 84 1597 1597

（注）四捨五入により計と内訳が一致しない場合がある。

　　　　　樹種
林種

総数

　人工林

　天然林

 

 

⑺ 特定保安林の指定状況 

該当なし 

 

 

⑻ 荒廃地等の面積 

地区数 面積 地区数 面積 地区数 面積
71 703.0 114 228.5 185 931.5

大島町 12 44.0 26 66.4 38 110.4
利島村 2 38.0 1 0.7 3 38.7
新島村 16 294.0 2 3.8 18 297.8
神津島村 17 153.0 21 51.5 38 204.5
三宅村 6 67.0 30 55.8 36 122.8
御蔵島村 1 6.0 9 9.8 10 15.8
八丈町 11 64.0 21 38.7 32 102.7
青ヶ島村 6 37.0 4 1.8 10 38.8

　　　２　令和２年度末現在の数値である。

総 計

市
町
村
別
内
訳

（注）１　山地災害危険地区調査による。

単位　地区数：地区，面積：㌶

区分
山地災害危険地区

山腹崩壊 崩壊土砂 計
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⑹ 樹種別材積表 

単位　材積：千立方㍍

スギ ヒノキ マツ
その他
針葉樹

針葉樹
計

広葉樹
広葉樹
計

396 9 159 0 565 1725 1725

389 9 83 0 481 128 128

8 0 76 0 84 1597 1597

（注）四捨五入により計と内訳が一致しない場合がある。

　　　　　樹種
林種

総数

　人工林

　天然林

 

 

⑺ 特定保安林の指定状況 

該当なし 

 

 

⑻ 荒廃地等の面積 

地区数 面積 地区数 面積 地区数 面積
71 703.0 114 228.5 185 931.5

大島町 12 44.0 26 66.4 38 110.4
利島村 2 38.0 1 0.7 3 38.7
新島村 16 294.0 2 3.8 18 297.8
神津島村 17 153.0 21 51.5 38 204.5
三宅村 6 67.0 30 55.8 36 122.8
御蔵島村 1 6.0 9 9.8 10 15.8
八丈町 11 64.0 21 38.7 32 102.7
青ヶ島村 6 37.0 4 1.8 10 38.8

　　　２　令和２年度末現在の数値である。

総 計

市
町
村
別
内
訳

（注）１　山地災害危険地区調査による。

単位　地区数：地区，面積：㌶

区分
山地災害危険地区

山腹崩壊 崩壊土砂 計
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⑼ 森林の被害 

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

H30 R元 R2 H30 R元 R2 H30 R元 R2 H30 R元 R2 H30 R元 R2
- - - - - - - - 215.27 - - - - - -

大島町 - - - - - - - - - - - - - -
利島村 - - - - - - - - - - - - - -
新島村 - - - - - - - - 0.02 - - - - - -
神津島村 - - - - - - - - - - - - - -
三宅村 - - - - - - - - 4.18 - - - - - -
御蔵島村 - - - - - - - - 202.00 - - - - - -
八丈町 - - - - - - - - 9.07 - - - - - -
青ヶ島村 - - - - - - - - - - - - - - -
小笠原村 - - - - - - - - - - - - - - -

その他被害

市
町
村
別
内
訳

（注）１　被害面積は、実損面積である。
　　　２　「森林被害報告年報」（平成30～令和2年度）による。

区 分

総 計

林野火災 水害・風害 病害虫 獣害

 

 

 

⑽ 防火線等の整備状況 

該当なし 

 

 

３ 林業の動向 

⑴ 保有山林規模別林家数 

単位　所有者：人

１㌶未満
１～５㌶
未満

５～10㌶
未満

10～50㌶
未満

50㌶以上

5,934 2,011 251 108 21
大島町 1,281 488 41 20 9

利島村 37 42 9 1 1

新島村 841 38 2 3 1

神津島村 301 124 2 4 1

三宅村 1,579 449 76 30 3

御蔵島村 39 12 15 13 1

八丈町 1,524 660 80 27 3

青ヶ島村 159 107 6 2 -

小笠原村 173 91 20 8 2

（注）１　所有規模別集計による。

区 分

総 計

市
町
村
別
内
訳

　　　２　総数は、それぞれの数値の単純合計であり、町村間での重複を考慮しない
　　　　延べ数値である。

 

⑵ 森林経営計画の認定状況 

該当なし 

 

⑶ 森林組合及び生産森林組合の現状 

該当なし 

 

 

⑷ 林業事業体等の現況 

該当なし 

 

 

⑸ 林業労働力の概況 

該当なし 

 

 

⑹ 林業機械化の概況 

該当なし 

 

 

⑺ 作業路網等の整備の概況 

該当なし 
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⑼ 森林の被害 

単位　面積：ﾍｸﾀｰﾙ

H30 R元 R2 H30 R元 R2 H30 R元 R2 H30 R元 R2 H30 R元 R2
- - - - - - - - 215.27 - - - - - -

大島町 - - - - - - - - - - - - - -
利島村 - - - - - - - - - - - - - -
新島村 - - - - - - - - 0.02 - - - - - -
神津島村 - - - - - - - - - - - - - -
三宅村 - - - - - - - - 4.18 - - - - - -
御蔵島村 - - - - - - - - 202.00 - - - - - -
八丈町 - - - - - - - - 9.07 - - - - - -
青ヶ島村 - - - - - - - - - - - - - - -
小笠原村 - - - - - - - - - - - - - - -

その他被害

市
町
村
別
内
訳

（注）１　被害面積は、実損面積である。
　　　２　「森林被害報告年報」（平成30～令和2年度）による。

区 分

総 計

林野火災 水害・風害 病害虫 獣害

 

 

 

⑽ 防火線等の整備状況 

該当なし 

 

 

３ 林業の動向 

⑴ 保有山林規模別林家数 

単位　所有者：人

１㌶未満
１～５㌶
未満

５～10㌶
未満

10～50㌶
未満

50㌶以上

5,934 2,011 251 108 21
大島町 1,281 488 41 20 9

利島村 37 42 9 1 1

新島村 841 38 2 3 1

神津島村 301 124 2 4 1

三宅村 1,579 449 76 30 3

御蔵島村 39 12 15 13 1

八丈町 1,524 660 80 27 3

青ヶ島村 159 107 6 2 -

小笠原村 173 91 20 8 2

（注）１　所有規模別集計による。

区 分

総 計

市
町
村
別
内
訳

　　　２　総数は、それぞれの数値の単純合計であり、町村間での重複を考慮しない
　　　　延べ数値である。

 

⑵ 森林経営計画の認定状況 

該当なし 

 

⑶ 森林組合及び生産森林組合の現状 

該当なし 

 

 

⑷ 林業事業体等の現況 

該当なし 

 

 

⑸ 林業労働力の概況 

該当なし 

 

 

⑹ 林業機械化の概況 

該当なし 

 

 

⑺ 作業路網等の整備の概況 

該当なし 
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４ 前期計画の実行状況 

⑴ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数

総数 1.00 1.00 2.00 0.24 0.03 0.27 24 3 14

針葉樹 - - - 0.01 - 0.01 - - -

広葉樹 1.00 1.00 2.00 0.22 0.03 0.26 22 3 13

区分

伐採立木材積

計画 実行 実行歩合

 

 

 

⑵ 間伐面積 

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

計画 実行 実行歩合

25 1.25 5

 

 

 

⑶ 人工造林・天然更新別面積 

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

4.00 14.23 356 2.00 0.93 47 2.00 13.30 665

総数 人工造林 天然更新

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

人工造林及び天然更新別面積

 

 

 

⑷ 林道の開設及び拡張の数量 

単位　延長：㌖，実行歩合：㌫

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

- - - 29 3 10 20 10 50

うち林業専用道 - - - - - - - - -

基幹路網

区分
開設延長 改良延長 舗装延長

 

 

 

⑸ 保安林の整備及び治山事業に関する計画 

ア 保安林の種類別の面積 

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

水源かん養のための保安林 - - - - - -

災害防備のための保安林 14 44 314 3 1 33

保健、風致の保存等のための保安林 - - - - - -

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

区分

保安林の指定又は解除の面積

指定 解除

 

 

イ 保安施設地区の面積 

計画 実行 実行歩合

- - -

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

保安施設地区の指定

 

 

ウ 治山事業の数量 

単位　地区数：地区，実行歩合：㌫

種類 計画 実行 実行歩合

山地治山 33 32 97

保安施設事業
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４ 前期計画の実行状況 

⑴ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数

総数 1.00 1.00 2.00 0.24 0.03 0.27 24 3 14

針葉樹 - - - 0.01 - 0.01 - - -

広葉樹 1.00 1.00 2.00 0.22 0.03 0.26 22 3 13

区分

伐採立木材積

計画 実行 実行歩合

 

 

 

⑵ 間伐面積 

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

計画 実行 実行歩合

25 1.25 5

 

 

 

⑶ 人工造林・天然更新別面積 

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

4.00 14.23 356 2.00 0.93 47 2.00 13.30 665

総数 人工造林 天然更新

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

人工造林及び天然更新別面積

 

 

 

⑷ 林道の開設及び拡張の数量 

単位　延長：㌖，実行歩合：㌫

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

- - - 29 3 10 20 10 50

うち林業専用道 - - - - - - - - -

基幹路網

区分
開設延長 改良延長 舗装延長

 

 

 

⑸ 保安林の整備及び治山事業に関する計画 

ア 保安林の種類別の面積 

計画 実行
実行
歩合

計画 実行
実行
歩合

水源かん養のための保安林 - - - - - -

災害防備のための保安林 14 44 314 3 1 33

保健、風致の保存等のための保安林 - - - - - -

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

区分

保安林の指定又は解除の面積

指定 解除

 

 

イ 保安施設地区の面積 

計画 実行 実行歩合

- - -

単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

保安施設地区の指定

 

 

ウ 治山事業の数量 

単位　地区数：地区，実行歩合：㌫

種類 計画 実行 実行歩合

山地治山 33 32 97

保安施設事業
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⑹ 要整備森林の森林施業の区分別面積 

計画 実行 実行歩合

総数 - - -

人工造林 - - -

天然更新 - - -

- - -

総数 - - -

主伐 - - -

間伐 - - -

        単位　面積：㌶，実行歩合：㌫

施業区分

造林

保育

伐採

 

 

 

５ 森林の異動状況 

⑴ 森林より森林以外への異動 

農用地 ゴルフ場等
レジャー施
設用地

住宅、別
荘、工場等
建物敷地

採石、採土
砂

道路等の公
共施設用地

その他 計

- - - - 0.45 0.62 1.07

単位　面積：㌶

森林より森林以外への土地の異動

 

 

 ⑵ 森林以外より森林への異動 

原野 農用地 その他 計

- - 0.14 0.14

単位　面積：㌶

森林以外より森林への異動
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